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厚生文教委員会

日時 令和５年12月15日（金曜日）午後１時30分 開会

場所 委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 議案の審査

第196号議案 「質疑・討論・採決」

第197号議案 「質疑・討論・採決」

第198号議案 「質疑・討論・採決」

第199号議案 「質疑・討論・採決」

第200号議案 「質疑・討論・採決」

第201号議案 「質疑・討論・採決」

第202号議案 「質疑・討論・採決」

第203号議案 「質疑・討論・採決」

第204号議案 「質疑・討論・採決」

第212号議案 「質疑・討論・採決」

第213号議案 「質疑・討論・採決」

第218号議案 「質疑・討論・採決」

第219号議案 「質疑・討論・採決」

第221号議案 「質疑・討論・採決」

２ 陳情、請願の審査

陳情17号 「現行の健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情書

「説明・質疑・討論・採決」

請願３号 （仮称）新城・設楽風力発電事業に関する住民意見と事業者への請願書

「説明・質疑・討論・採決」

請願５号 学校給食への有機・無農薬・無化学肥料米の導入を求める請願

「説明・質疑・討論・採決」

出席委員（９名）

委員長 鈴木長良 副委員長 カークランド陽子

委 員 今泉吉孝 浅尾洋平 柴田賢治郎 山田辰也 長田共永

中西宏彰 丸山隆弘

欠席委員（なし）

参 考 人・補 助 人

服部 温（陳情17号） 齋藤紀美・宮脇佐知子・松谷泰樹（請願３号）

白井倫啓・今泉信一・大川彦保（請願５号）

説明のために出席した者

市民協働部、健康福祉部、教育部の課長職以上の職員
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事務局出席者

議会事務局長 田中秀典 議事調査課長 阿部和弘 書記 高橋加奈
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開 会 午後１時30分

○鈴木長良委員長 それでは、ただいまより

厚生文教委員会を開会します。

これより、14日の本会議において、本委員

会に付託をされました第196号議案から第

204号議案まで、第212号議案、第213号議案、

第218号議案、第219号議案及び第221号議案

の14議案並びに請願２件、議長から送付され

ました陳情１件について審査をいたします。

14議案の審査は説明を省略し、直ちに質疑

に入ります。

最初に、第196号議案 新城市災害弔慰金

の支給等に関する条例の一部改正を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第196号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

次に、第197号議案 新城市西部福祉会館

の設置及び管理に関する条例の一部改正を議

題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第197号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。

次に、第198号議案 新城市国民健康保険

税条例の一部改正を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 それでは、この一部改正に

ついて、主な、どういうふうな内容かという

のをお聞きしたいのと、あと減免の措置があ

るということで、どのぐらいの減免の措置が

あるのかというのが分かったら教えていただ

きたいと思います。

それに、議長の挨拶でもありましたけど、

今、本当に物価高騰だとかエネルギーで生活

するのも大変な今、生活状況があると思いま

すので、そういう中で、少しでもそういった

産前産後にかかわる減免になるかとは思いま

すが、そういったお子さんを産む費用も少し

でも減免になるようなものだったらありがた

いなと思いますが、そこら辺、詳しく、国の

改正も含めて説明を受けたいと思いますが、

よろしくお願いします。

○鈴木長良委員長 河口保険医療課長。

○河口昌和保険医療課長 内容につきまして

は、出産する被保険者の産前産後期間相当分

の出産予定日の属する前月から、出産予定日

の属する翌月まで４か月の保険税を免除し、

世帯負担の軽減を図るものであります。

免除額につきましては、出産する被保険者

の基礎控除後の総所得に所得割税率を掛けて
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得た額の12分の１と、均等割額の12分の１に

免除対象月数を掛けた額となります。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

丸山委員。

○丸山隆弘委員 この条例の一番最後のとこ

ろでありますけど、施行期日とあるんですけ

ども、令和６年１月１日からと書いてありま

すが、実質１月１日からとうたう分にはいい

かも分かりませんが、役所の稼働はどうなん

でしょうか。そこんとこも含めて。１月４日

でもいいんじゃないかなと思って、まず確認

したいと思います。

○鈴木長良委員長 河口保険医療課長。

○河口昌和保険医療課長 施行期日につきま

しては１月１日、受付につきましては、役所

が開いておりませんので１月４日からという

ことになります。

以上です。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 分かりました。その辺、詳

細にお聞きするのはやめます。

あと、妊娠85日という１つの基準があると

思うんですけれども、それから前後合わせて

４か月の減免という形になると思うんですが、

これで、所得割と均等割、先ほど説明してい

ただきました。この中、ずっと見ましたら、

２ページ目のところの第29条の３（４）番、

この区別の捉え方というんですか、考え方、

教えていただけますか。（４）番、ちょっと

そのまま読んじゃうと間違うといかんから。

多分これ、双子さんだとか、三つ子さんだと

か、大勢生まれた場合の方も含めてどういう

ふうに考えたらいいのかなと。

○鈴木長良委員長 河口保険医療課長。

○河口昌和保険医療課長 この件につきまし

ては、単胎と多胎で軽減の月数が異なりまし

て、単胎の場合は４か月で、多胎の場合は出

産予定日の属する月の３か月前から出産予定

日の属する翌々月までの６か月間となります。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 分かりました。

続けて、もうちょっと確認したいことがあ

ります。

あとは、例えばですけども、届出をちょっ

と怠っちゃったと、出産のほうの関係で。そ

ういう場合も想定されると思うんですけれど

も、そういう場合はどういう対応をされるの

か。一般的に、役所のほうで調査していただ

いたりして、お認めしていただいて、経過措

置を認めていくという流れが多分あると思う

んですが、そのあたり確認をしたいと思いま

す。

○鈴木長良委員長 河口保険医療課長。

○河口昌和保険医療課長 原則、世帯主さん

からの届出が必要ですが、届出がない場合で

も、出産する被保険者の届出に関する、いつ

生まれるとか、その辺が確認できる場合は職

権でも可能となっております。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第198号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

次に、第199号議案 新城市個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部改正を議題とします。

これより質疑に入ります。
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質疑はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 それでは、議題になってま

す第199号議案、マイナンバーの利用に関す

ることだとは思いますが、主な内容を聞かせ

てください。

あと、これに関わる影響する人数、どうい

った方々に影響があるのかなというところも

含めて、教えてください。

○鈴木長良委員長 河口保険医療課長。

○河口昌和保険医療課長 令和６年の秋に、

原則健康保険証は発行されずにマイナンバー

カードと一体化されるため、保険の加入状況

を確認するためには個人番号の利用に関する

条例改正が必要になっております。

また、それに関して事務に必要な住民票の

関係情報や地方税関係情報等の特定個人情報

についても、個人番号を利用できるようにす

るためでございます。

人数ですが、11月末なんですけど、全体的

に大きなとこでいくと、福祉医療なのでそれ

ぞれあるんですが、県の補助でいくと、子ど

もの医療が4,481人、障がいのほうが504人、

母子のほうが509人、障がいが964人です。ま

た、この辺については異動等ありますので、

人数は多少変わってくると思います。

以上です。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 そういう形でマイナンバー

の一体化を進める上でということで理解をい

たしました。

あと１点、マイナンバーのことで心配ごと

というか、今、マイナンバーのひもづけが誤

っていたりだとか、登録が誤っているとか、

そういったのが全国的に問題があります。そ

ういった問題がこういった形で広がらないの

か、また、新城では大丈夫なのかというとこ

ろでお聞きできたらなと思いますが。

13日のニュースでも、岩手県で障害者手帳

に他人のマイナンバーがひもづけられている

ミスが７件あったということが分かりました

し、あと家族のマイナンバーを誤って登録を

されていた人的なミスがあったりとか、あと

は４件は行政手続のオンラインの窓口に連携

する、発生したシステム的なエラーがあった

と。原因は不明で、これから調査するという

ことですが、こういったことが今後起きない

のか、こういった改正で、より障がい者の方

含めて、今、言った子どもの母子等とも利用

が広がると思いますので、そういったひもづ

け、誤登録の問題等、マイナンバーの問題、

大丈夫かどうか伺います。

○鈴木長良委員長 河口保険医療課長。

○河口昌和保険医療課長 健康保険に限った

ことなんですが、うちのほうから毎日システ

ムにおいて、国保連合会へ送っております。

そこで、一度中間サーバーというものに入っ

て、国保連合会の、それをまとめたサーバー

に入るんですが、そこで誤りがあった場合は、

すぐに国保連合会から通知が来て、確認をお

願いしますと。大きな間違いはないんですが、

多少、名前のずれとか、その辺があるので、

その辺を直してまた報告し、問題がなければ

そのまま使えるような形になってます。

以上です。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 分かりました。じゃあ、国

保連合会というサーバーがあって、そこで、

常時接続と確認がされてるというイメージな

のかなと思いました。そういった対策がある

ということで大丈夫だよということだと思い

ますが。

あと、そういった中で、今までの運用で明

らかなひもづけの誤登録だとかそういったも

のというのは、被害だとか、通帳が他人に見

られるような状況になっていたとか、そうい

った過去の例、ケースというのはあるんでし

ょうか、伺います。

○鈴木長良委員長 河口保険医療課長。

○河口昌和保険医療課長 健康保険証に限っ
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ては、そのようなことはありません。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第199号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

次に、第200号議案 新城市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第200号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

次に、第201号議案 新城市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正を議題としま

す。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第201号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

次に、第202号議案 新城市桜淵いこいの

広場の設置及び管理に関する条例の一部改正

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

山田委員。

○山田辰也委員 このいこいの広場のテニス

コートを長い間皆さん使ってて、健康、福祉

のためにはこれまで役に立ってきたんですが、

実際のところ、テニスコートというと、行政

側から管理という言い方をすると、豊橋市も

そうなんですけど、地元で管理しているよう

なところもあるもんですから、その点を考え

てみて、もし検討の余地があったら、その市

民へ、その市民団体が管理して使えるような

方向で検討されることがあったのか伺います。

○鈴木長良委員長 山口生涯共育課参事。

○山口貴司生涯共育課参事 今現在、そうい

った市民団体とかそういったことで管理して

いただくという検討まではしてはおりません。

個別施設計画の中で廃止の方針という形にな
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っておりますので、それに基づいて検討をし

ておるというところでございます。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 私も何点かお聞きしたいん

ですが、まずこのテニスコートを廃止すると

いう内容だと思いますが、テニスコートを利

用している方々の声を聴いての判断なのか、

例えばアンケートなどを行ったのかというこ

と、あと、年間の利用者数を伺いたいと思い

ます。あと、廃止に至った経緯、経過を伺い

ます。

まず３点、伺います。

○鈴木長良委員長 山口生涯共育課参事。

○山口貴司生涯共育課参事 利用者の方の声

を聴かれたかということですが、全員ではな

いんですが、10月の下旬になりますが、利用

申込みに来られた方に、直接、資料でも提供

させていただきましたが、廃止の方針と、ま

た今後利用できるテニスコートの一覧という

ことで説明をさせていただきまして、そのと

きに意見も聴いております。

意見としましては、施設、テニスコートは

老朽化しているので使えなくなるのは仕方が

ないことですが、やっぱりほかにできるとこ

ろを探さなければいけないというような意見

とか、この市の中心部にテニスコートがなく

なってしまうのはちょっと寂しいなというと

ころ、それから、特に土日に使えるところが

欲しいというような意見がありまして、そん

な中、代替施設として穂の香看護専門学校の

コートを使えるという調整ができましたので、

そういったことで、使えますよということで

御説明させていただいたところ、穂の香看護

専門学校が使えるならありがたいなというよ

うな御意見もいただきました。

存続について希望する声というのもありま

したが、特に、強く言われる方というのは特

に、現在のところ聞いていないという状況で

す。

年間の利用者ということですが、例年で行

きますと、大体３千人ほどの利用者がありま

す。これは、１人で何回か利用されていると

いう場合が多いもんですから、３千人という

形になっております。

あと、経緯ということでよろしかったでし

ょうか。

廃止するという経緯になりますが、令和３

年３月に、新城市公共施設個別施設計画が策

定されまして、その中でテニスコート、隣接

のレストハウスと、それから青年の家が除却

の方針ということになっております。

テニスコートについては、この施設と一体

の運用をしておるというところがありまして、

テニスコート自体は昭和53年に竣工して以来、

45年ほどが経過しまして、かなり老朽化して

おるというところ、それから、青年の家で受

付を今、やっておるんですが、青年の家が廃

止になると利用の受付というのができなくな

るというところがありまして、それで廃止に

当たっては代替施設を検討するということで

考えております。

あと、青年の家とレストハウスの一体的な

跡地の検討も含めて考える必要性があるとい

うことで、廃止という形で考えております。

以上です。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 これ、廃止のお手紙を資料

請求で出させてもらったんですけど、その日

付が10月27日だったと思います。議員への報

告とかもなかったように思うんですよね。

青年の家は除却・廃止というのは決まった

よというようなことは聞いたんですけど、こ

のテニスコートの廃止は僕もこの議案が出る

まで全然知らなかったという感じがあるんで

すが、テニスコートの廃止を決めた日時とい

うか、最近なのかどうかというのが知りたい

と思います。

あと、撤去費用と、あと年間の管理費とい

うのは大体幾らなのか、教えてください。

○鈴木長良委員長 山口生涯共育課参事。
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○山口貴司生涯共育課参事 議員の皆様に報

告がなかったということで、大変申し訳あり

ませんでした。

10月27日付で、利用者の方に文書で御説明

はさせていただきまして、その間、代替施設

ということで、穂の香看護専門学校の調整を

しておりましたので、こういった時期になっ

てしまいまして、申し訳ありませんでした。

６月議会のときに、レストハウスの除却と

いうことで、一般質問で答弁をさせていただ

いたかと思いますが、テニスコート、レスト

ハウスと一体の施設いうことで、そのときに

廃止の方針ということで考えさせていただい

たところです。

それから、撤去費用ですが、まだ本当に概

算の見積りということですが、現在のところ

の見積りでは大体736万円ほどの見込みです。

それから、年間の管理費につきましては、

特に今現在、桜淵のテニスコートの管理費に

ついては、この桜淵いこいの広場の管理事業

のほうでは、予算的には管理費としては、特

に計上はしてないということです。

すいません。テニスコートについては、桜

淵いこいの広場管理事業のほうでグラウンド

も含めまして一体で管理しておりますので、

テニスコートの費用については、積算はでき

ないというところでございます。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 素人ながらですけど、テニ

スコートの管理運営ってあんまりお金って要

らないんじゃないかなという、雑草を刈るだ

とか、あと、前、側溝を直したばっかりだと

思いますので、そういった側溝ももう直って

いるはずですので、私は別に廃止までしなく

てもいいんじゃないかなという立場で質疑は

させてもらってるんですが。

もっと、この３千人以上も利用がまだある

わけですから、そういった方々の健康維持を

やっぱり促進するというのも自治体の大きな

役割だと思います。楽しみにしてるテニスを

して、３千人、3,200人ですかね、やってる

わけですから、そこを後押しするようなまち

づくりって今こそ大事だと思っているわけで

す。

やっぱり、存続のために、例えば、安易に

青年の家が除却するから受付できないから、

テニスコート廃止だというのではなくて、例

えば、今だったらネットアプリとかで、そう

いったネットでＰａｙＰａｙ払いもしながら、

そこでＱＲコードやったら、ゲートが開いて、

そこでテニスやってもらって帰ってもらうと

か、もちろんカメラとかもつけますけど、そ

ういう手間を省きながらも利用をしてもらう

ということを考えるべきじゃないかなと思い

ます。

ほかのところを見るとキャンプ場とかでも

そうやって自分で行って、自分で利用すると

いうことができるので、そういった利用しよ

うということは、部内では考えなかったのか、

伺います。

○鈴木長良委員長 山口生涯共育課参事。

○山口貴司生涯共育課参事 利用の申込みに

ついて、今、青年の家でやっております。こ

の青年の家とレストハウスと一体の施設とい

う形で考えておりますので、今後の利用計画

ということを考えていくと、一緒のこのタイ

ミングで廃止としたほうがいいというような

考えでおります。

あと、ネット等で受付するというところに

つきましては、なかなかほかの体育施設の利

用の関係もございますので、今、そういった

ところも検討を始めているというところで、

現在のところは、ネットでという形ではなか

なかすぐには難しいのかなと思っております。

その代わりというところで、代替施設で１

つ、穂の香看護専門学校のコートを利用でき

るようにさせていただいたというところでご

ざいます。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 私、やっぱりこの人口減少
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時代で、いろんなテクノロジーも発達してい

る中で、そういったものをいろいろ取り入れ

ながらまちづくりを維持していかないと、本

当にこの時代、まち自体がなくなってしまう

んじゃないかというすごい危機感で、今、議

員やらせていただいています。

ですから、頭ごなしに一体化、一体化、だ

からここは除却するからここも除却するとい

うような考えでは、本当にどんどんまちの魅

力がなくなっていくんじゃないかなと思って

質疑しているわけです。

ですから、テニスコート、本当に健康維持

のためにということで、中心部で、ここ、本

当に行きやすいという話も聞いてましたので、

そこがやっぱり新城の人口多いエリアでなく

なってしまうというところの、魅力を１つな

くしてしまうというのはすごく残念だなと思

って質疑をしました。

あと、最後、違う観点から質疑させていた

だきたいんですが、この公共施設個別計画で

廃止だということの論点だと思いますが、私

は大事にすべきは、桜淵再編整備計画が大事

だと思うんです。これ、市民から公募して、

たくさんの時間かけて、桜淵、どういうふう

に再編しようかという計画を立てたわけです。

そこに、Ｃゾーンですよね、テニスコートを

どう考えるかというところで、既存の施設の

活用と修繕をするべきだという方針を立てて

いるわけです。

25ページには、写真付で、テニスコートを

修繕すると、新城市内で唯一のフットサルコ

ートもつくってほしいと。若者に人気あるバ

スケットコートの半面も新設してくださいよ

と。そういったまちづくり、再編計画という

か、桜淵の公園をよりよくバージョンアップ

しようということでつくった方針があるわけ

です。これは市がつくってもらってますから、

市の方針でもあるわけですよ。

今回、それがあるのにもかかわらず、テニ

スコート廃止ということだったもんですから、

僕、がぐっときちゃって、今、このとこで何

でと聞いているわけですが、これ、相反する、

あまりにも乱暴で、ずさんな方向転換ではな

いかと思うんですが、そこ、整合性取れてな

いと思いますが、伺います。

○鈴木長良委員長 山口生涯共育課参事。

○山口貴司生涯共育課参事 桜淵再整備基本

計画につきましては、観光課のほうで平成

28年３月に作成したものであります。その中

で、委員言われたようにＣゾーンとして位置

づけられておるところです。

その後、見直しというのがされていないと

いうところで、その中で公共施設個別施設計

画が令和３年に作成されまして、青年の家、

レストハウスが除却の方針とされたところで

ありますので、そこで、教育委員会の中でも

検討して、ほかの施設に機能集約する形とい

う方向がいいのではないかということで、除

却の方針で進めております。

今後、計画の見直しも含めまして、観光課

を中心に、全庁で課題を共有しながら検討を

してまいりたいと思っております。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 私が言ってるのは、本当に

それでいいのかということなんです。という

のは、せっかく市民に方針を立ててもらって、

こういう魅力ある桜淵公園にしようねという

方針としているのにもかかわらず、後から公

共施設個別施設計画で見直しをかけてくとい

うことですよね。それで本当にいいのかと。

その方々が一生懸命時間と労力と方針をつ

くろうといって、魅力あるものをつくったと、

僕、思いますよ。フットサルコートだってい

いなと思ったし、バスケットコート、テニス

コートも修繕で、若者が集まるという新城の

公園になるなと思ったんですけど、それを、

オセロをひっくり返すように、後から出てく

るものでひっくり返していくというのが、ま

ちづくりとしてのもの、民主的な運営として

いいのかというところが問われてるんじゃな
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いかなと思って、非常に、どんどんまちの魅

力というのがなくなっていくという危惧をし

ているもんですから、特に、健康に寄与する

施設でもありますから、非常にそこは大事に

したほうがいいと思ったんですけど。

ですから、この方針の大事さというのはな

いんですか、どうなんでしょうか、伺います。

○鈴木長良委員長 鈴木教育部長。

○鈴木隆司教育部長 浅尾委員、おっしゃら

れることも十分理解できるところでございま

すが、やっぱり市として抱えておる公共施設

たくさんあって、これまでも議会でも何度も

議論させていただいております。

30年後には30％公共施設削減していくとい

う方針が、先ほど山口参事、話しましたよう

に、この整備計画の後にそういう計画として

市の全体の施設を見た中での計画としてそう

いうものをつくっておりますので、その中で、

青年の家、あるいはレストハウスを含むテニ

スコートについては除却していくという方針

が打ち出されましたので、公共施設個別施設

計画以前につくられた桜淵公園再整備基本計

画、十分尊重はしていく、していかなければ

ならないところでありますが、施設が抱える

いろんな問題等も含めて、今回は、後ほど議

論いただきます青年の家も含めて、テニスコ

ートは除却させていただきたいということで、

教育委員会としては考えております。

以上です。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 最後にしますけど、そうい

うふうな話も分かるんですが、じゃあ、コロ

ナ禍で大変なときに、Ａゾーン、Ｂゾーンと、

３億円以上かけて再整備をしたわけじゃない

ですか。で、私は、なぜＣゾーンをやらなか

ったのかなと思うわけです。３億円も一方で

使っておいて、Ｃゾーンはもうなくすぞとい

う頭があってのものだったんじゃないかなと

思うわけです。ですから、かけるお金はあっ

たわけですよ、３億円以上のね。

ですから、それをＡから、ＡＢＣと満遍な

く使っていれば、僕、こんな議論はしません

が、そういう３億円のお金があったのに、な

ぜこのＣゾーンの基本計画の方針に従って、

そこはやらなかったのかなと思っております。

そういった観点で、もっとまちづくりに寄

与していただいた市民の思いというのを再整

備計画に落とし込むということが必要ではな

かったかなと思うんですが、認識を伺います。

○鈴木長良委員長 鈴木教育部長。

○鈴木隆司教育部長 委員おっしゃられるこ

と、よく分かるところでございます。ただ、

実質、Ａゾーン、Ｂゾーンについては観光課

が主体的に整備をしてまいりましたが、Ｃゾ

ーンについては、繰り返しになるかもしれま

せんが、青年の家につきましても、非常に老

朽化、築50年経過しておって、それをこのま

ま使っていくというのはなかなか厳しい現実

がある中で、じゃあ施設をどうするかと考え

ると、公共施設個別施設計画等で除却という

方向が出たところでございます。

また、レストハウスについても既に閉鎖し

て使用していないという状況もあります。

施設の老朽化に合わせて、施設を継続して

使用するのであれば、そこへ改築等の財源投

入して、新しくするのかという議論になって

まいりますので、そこの部分を十分考えて、

総合的に判断してこのような結果になってお

るということで御理解いただきたいと思いま

す。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 私、今テニスコートで議論

してるんですけど、ですから、そのＰａｙＰ

ａｙ払いだとか、人を介さないでやれるよう

なアプリを使ってやればいいじゃないか、残

せばいいじゃないかと、運営費、そんなにし

てないわけですよね。予算計上だって、グラ

ウンドに含んでるぐらいなので、個別の案件

としての管理料は出してないということは、

ほぼほぼあんまり使わない運営だと思うわけ
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ですよ、そのテニスコートというのはね。

ですから、そういう生かし方というのはあ

ったんじゃないかということで、今、聞いた

わけです、そういう検討しましたかというこ

とで。

あとは、こうやって30％削減のためにこれ

が必要だというんですけれども、ただ市民感

情としては、人口エリアが多い新城エリアか

ら、こうやって除却、除却、テニスコートも

ない、また青年の家もなくすというところが

本当に理解されるのかなと思うわけです。

ですから、そういう意味でも本当に慎重に

やるべきだと思うんですが、その点はいかが

ですか、伺います。

○鈴木長良委員長 鈴木教育部長。

○鈴木隆司教育部長 したがって、先ほども

申しましたように、築50年たった施設を継続

して使うのに当たって、今後30年、50年使え

るように多額な費用を投入して使えるように

改築していくということと、現在あるものを

除却して、機能集約していくのがいいのかと

いうことをてんびんにかけて判断して、最終

的には、今、御提案させていただいているよ

うな議案を提出させていただいておるという

考え方でございます。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 もう１回、確認したいこと

があります。

今、浅尾委員がおっしゃったことの中で、

令和３年３月のときに公共施設個別施設計画

が立てられて方針を出したと。その前に、再

整備計画が、桜淵一帯の計画ができておった

と。その辺のところで、流れからしますと、

説明によって大体分かりましたけれども、そ

の間に何かもうちょっとできたんじゃないか

なというような気がするんです、役所として

ですね。それは、やはり多少怠ったのかなと。

先ほど課長のほうはちょっと平謝りされてお

りましたけれども。やはり、こういう方針が

ありますよということは、私たちも十分提示

されておりましたので承知はしているつもり

であります。

まず、そこのところをしっかりとまとめて、

今後の、ほかの経過も当然関連してきますの

で出していただきたいと、これを確認したい

と思います。よろしいですか。

○鈴木長良委員長 鈴木教育部長。

○鈴木隆司教育部長 丸山委員、おっしゃら

れること、よく分かりますので、そのように

対応させていただきます。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 テニスコートの資料を見て

いるんですけれども、代替のテニスコートの

関係であります。

穂の香学園のハードコート３面、有料とし

て９時から５時までということでなっており

ます。今回、こちらの代替になるということ

でありますけれども、実際に、これまで使っ

てきたここのコート年間3,230人、これ令和

４年度のデータでありますけれども、これが、

集中する曜日だとか、多分あると思うんです

よ、土日に集中するとか、平日にフルにコン

スタントに使われる利用者さんも見えるかも

分かりませんが、その辺の動向というのはど

のようにつかんでいらっしゃいますかね。

○鈴木長良委員長 山口生涯共育課参事。

○山口貴司生涯共育課参事 桜淵のテニスコ

ートの利用者の方、平日の利用、もちろんあ

るんですが、やっぱり土日が多いということ

で、平日と土日の割合としては、大体４割が

平日で、土日が６割という形になります。

以上です。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 そうなると、代替としてこ

のテニスコートが使われるということで、十

分これで対応できるということで間違いない

ですかね。

○鈴木長良委員長 山口生涯共育課参事。

○山口貴司生涯共育課参事 今回、新しく追

加する穂の香看護専門学校につきましても、
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平日も使えますし、土日も使えるような形で

今調整しておりますので、この桜淵の利用者

の方が皆さん行くかどうかは分かりませんが、

十分対応できるかと考えております。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 このテニスコートの廃止の、

今回の条例になるもんですから、要するに利

用者さんが困らないような体制をきちんとや

っぱり取ってくということが必要であります。

その辺の事前の周知がちょっと遅かったと、

これは浅尾委員の質疑の中でも指摘きちんと

していただいたもんですから、今後の十分反

省を踏まえてやっていっていただきたいとい

うことでありますけれども、まずテニスコー

トの利用者さんのカバーは十分これでできた

ということでよろしいんですね。

これで、有海の緑地公園については、これ

は私、テニスをやらないもんでなかなか分か

らないんですけども、ここだけは無料になっ

てるんですけれども、この辺の関係性という

んですか、バランス的なものはよろしいでし

ょうかね。

○鈴木長良委員長 山口生涯共育課参事。

○山口貴司生涯共育課参事 今、委員おっし

ゃられたように、有海緑地公園につきまして

は、今、利用料は無料となっておりまして、

そのほかの施設につきましては有料という形

になっております。

有海につきましては、クレーコートという

ことで、利用者の方が、いろいろコートの整

備とかもしていただいておるという現状もあ

りますので、こういう言い方あれですけど、

昔から無料ということになっておりますので。

穂の香看護専門学校のほうも、今のこの桜淵

の利用料と変わらない程度で今調整をさせて

いただいておりますので、利用者の過度の負

担ということにはならないかなと考えており

ます。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 分かりました。利用につい

ては、バランスをしっかり取っていただける

ということで、今、解釈させていただきまし

た。

それから、あと、桜淵の公園計画、先ほど

浅尾委員がずっと述べておられましたけれど

も、これに関係するんですけれども、このＣ

ゾーンのところを見ますと、この計画見ると、

特に、まず県立公園の範囲の中ということで、

桜淵一帯がそうでありますけれども、特にこ

このゾーンというのは、今後の跡地の対策検

討についても踏まえてですけれども、地域の

自然文化体験ゾーンと、こういうふうに桜淵

の基本計画のほうではなってるんですね。と

いうことは将来的に、裏山のほうずっと行く

とハイキングコースだとかいろいろあるよう

に書いてありますが、しっかりとこういう生

かしたプランというものが反映されていかな

いと廃止した意味もちょっと欠けてきちゃう

のかなと思っております。

これは、庁舎内でやっぱりしっかりとした

次なる計画を立てるべきであると。その辺は

教育委員会としてどのようにお考えなのか、

お答えお願いしたいと思います。

○鈴木長良委員長 鈴木教育部長。

○鈴木隆司教育部長 今、丸山委員、御質疑

のＣゾーンの扱いでございますが、これで、

もし上屋の建物が撤去できますと、更地にし

てその後どうしていくかというところを考え

ていかなければならないんですけれども、桜

淵公園の整備が進んできてますＡＢゾーンと

含めて、教育委員会としては、観光面でどう

いうふうに活用していくかというのがまず大

前提になってくるのかなと思いますので、観

光課と十分調整して、観光課のこの桜淵公園

一帯をどのように整備していくかという考え

方を踏まえて、教育委員会のほうではどのよ

うなこのＣゾーンを含めたこの道の南側とい

うんですかね、をしていくのかというのは調

整をしていく。観光課の桜淵公園一帯の考え

方を踏まえて、教育委員会としても意見を出
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していくというような形で調整していきたい

と思います。

○鈴木長良委員長 中西委員。

○中西宏彰委員 先ほど、利用者の方には確

認していただいたということで、若干もう少

し早い時間から相談していただければよかっ

たと思いますけど。

新城市にはスポーツ協会、またテニス協会

等があると思います。以前は、テニスも軟式

硬式両方あったんじゃないかなと思いますけ

ど、そのようなことで、やはり協会さんがせ

っかくあるもんですから、その方たちにもし

っかり相談して、先ほど浅尾委員もおっしゃ

ってましたけど、そういった協会の方、スポ

ーツ協会、テニス協会の方たちが何とかもう

少し活用できないかとかそういった意見の中

で決定していくことが大事じゃないかなと思

いますので。

やはり、そういった面で、せっかく協会が

あってもその方たちに本当にどの程度相談し

たのか。やっぱり、そういったことをしない

と、ただでも、今、新城市はスポーツ課はな

い、歴史文化って文化課もない。また、市民

体育館もない市だと、そういったことで、本

当にスポーツについてかなり遅れてる、退化

しとるということで見られてますので、そう

いったことからいきましても、そういったこ

とが必要かと思いますけど、その辺について

はスポーツ協会、テニス協会等の方と御理解

の上でこうやって進んでるかどうかというこ

とを確かめたいと思います。

○鈴木長良委員長 山口生涯共育課参事。

○山口貴司生涯共育課参事 今回の桜淵のテ

ニスコートの廃止に関しましては、今言われ

たスポーツ協会、テニス協会、ソフトテニス

協会のほうには特に相談はさせていただいて

おりませんが、やはりテニスに関することで

ありますので、機会をもって御意見、相談も

させていただきたいなと思います。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 それでは、議題になってお

ります第202号議案 新城市桜淵いこいの広

場の設置及び管理に関する条例の一部改正に

関して、反対の立場で討論をさせていただき

ます。

日本共産党の浅尾洋平です。

この桜淵公園は、市が管理する県立の自然

公園でありまして、桜の名所であり、広いグ

ラウンドを利用できる主要なイベント会場と

して、年間20万人以上に利用されている場所

と考えております。

質疑を終えて、私自身やっぱりこんなずさ

んな方針転換が許されていいのかという思い

で討論に臨んでおります。

３点ありますが、１点目は、テニスコート

の廃止が桜淵公園再整備計画の内容と大きく

異なるからであります。こんなに簡単に、市

の方針、市民が一生懸命つくったこの再整備

に関わる決定方針が180度変わるということ

になりますと、市民参加のワークショップで

つくった計画をほごにするという点にもなる

ので許されないと思って、反対討論をしてお

ります。

また、総合計画に基づくこの再整備という

のは、やはり市としても憲法といっていいよ

うな方針になると私自身は思っております。

その基本戦略の１つとして、市民スポーツ活

動を応援しますと、こう明記してうたってい

るわけですから、ここ本当に大事にすること

が今、まちづくりで必要だと考えています。

２点目は、やはり今現在でも、テニスコー

トの利用者がいるということであります。こ

の方たちをどのように考えているのかという
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ことを問いたいと思います。

令和４年度で、月200人から300人もの方が

利用されており、市民から必要とされている

スポーツ施設であると、私は認識しておりま

す。年間でも3,230人にも上ります。また、

先ほど中西委員もおっしゃっておりますが、

かつて体育館を廃止して今なくなっているの

がこの新城市です。そこには、１万人以上の

利用者がいたということを私はやっぱり忘れ

てはならないと思い、立ち止まるべきだと思

っています。

３つ目には、やはり、テニスコートの廃止

の決定は唐突過ぎると。廃止のお知らせも、

令和５年10月27日付で出されていたというこ

とも驚きですし、議員の私たちもこの議案が

今回出るまで分からなかったというところで、

やはり廃止ありきで進めるこのものは議会軽

視でもあると思っております。

市民は、やはり健康増進のために利用して

いた場所、急に奪われるということになると

いうことで、市民は怒っていると思います。

進め方に反省や配慮はないのかと問いたいと

思います。

以上、反対討論といたします。

○鈴木長良委員長 ほかに討論ありませんか。

柴田委員。

○柴田賢治郎委員 私柴田は、賛成の立場で

討論をいたしたいと思います。

まずもって50年間、新城市民がテニスに興

じるという健康面での福祉を支えてきた施設

においては、大変感謝申し上げるとともに、

50年という節目をもって公共施設個別施設計

画の内容において、一旦閉じるということに

ついては賛成せざるを得ないと思っておりま

す。

ただ、今、質疑の中でも丸山委員からも出

ましたが、跡地利用のことを含め、またこの

計画によって市民の今までテニスに興じられ

た方の行き先があるのかということについて

も、この場で回答もいただきましたし、その

見通しも持っての行動であるということも確

認させてもらいました。

跡地利用について、ここでも言いましたが、

唐突であった、議会に提出というのは確かだ

なと思いますし、その辺で今からでも告知と

ともに、市民がスムーズに活動ができるよう

なことをしていかなきゃいけないということ

も思いますし、中西委員の言われた新城市に

とって、全体の動きとして市民福祉、スポー

ツに興じる施設の減少ということを、また、

歴史文化の側面の施設をどのように維持して

いくかということ、そのような課題を、跡地

利用を担当部署としてしっかりほかの部署と

の打合せをしながら口を出していただくとい

うことをお願いして、賛成といたしたいと思

っております。

○鈴木長良委員長 ほかに討論はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第202号議案を採決します。

賛否両論ありますので、起立により採決し

ます。

第202号議案は、原案のとおり可決するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○鈴木長良委員長 起立多数と認めます。

よって、第202号議案は原案のとおり可決

すべきものと決定しました。

次に、第203号議案 新城市公民館の設置

及び管理に関する条例の一部改正を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第203号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

次に、第204号議案 新城市青年の家の設

置及び管理に関する条例の廃止を議題としま

す。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

山田委員。

○山田辰也委員 まあ、先ほどの件とほとん

ど同じなんですが、もう50年使ってきたのは

理解できます。老朽化してきたというのは聞

いてます。

一番の問題は、2015年の２月からワークシ

ョップをやって、みんなに今後の夢を与えて

おきながらもこういうことになったというこ

とは、やはり説明責任が悪かったんじゃない

かということで、今後の跡地利用が先ほどあ

りましたけど、市民の夢をこういうふうに簡

単に駄目にしてしまうようなことは非常に悲

しいことです。

今後の跡地利用については、しっかり庁内

での検討はあったんでしょうか。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。

○村田方恵生涯共育課長 跡地利用に関しま

しては、この地域一帯が自然公園第２種に該

当いたします。ですので、公園としての整備

ということであったり、先ほど丸山委員から

言われましたように自然体験ゾーンというこ

とで自然を生かしていくというような活用の

仕方、あと、財源確保として、民間活用がで

きないかということとか、総合的に判断をし

ていかないといけないものですから、産業振

興部にも相談しながら、今後全庁的に検討し

ていきたいと思っております。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 その民間活用ですけど、う

めの湯みたいな民間活用を持った、そういう

話をもっと早急にどんどんやっていけばよか

ったんですが、そういう検討段階は、その民

間活用、あの場所が非常にいいもんですから、

ほかにもそういう民間が入って経営をしたい

とかそういうことがあったんではないかと思

うんですけど、そういう会議というのは今ま

でにはなかったんでしょうか、伺います。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。

○村田方恵生涯共育課長 具体的に、事業者

さんのほうからお話というのは今ないんです

けれども、今、観光課と相談しておりますの

は、例えばサウンディングですね、そういう

ことも行いながら、社会情勢であったりだと

か、事業者の要望ですとか、こういうことだ

ったら活用できるという意見を幅広く集めて

検討していこうとは考えております。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 青年の家を廃止するという

内容でありますが、まず先ほどのテニスコー

トとちょっと同じ内容にもなってしまうんで

すが、まず、利用者の声を聴いて、利用者と

しては困るというような声はあったのかとい

うのを１点聞きたいのと、あと年間の利用者

数というのを教えていただきたいと思います。

あと、跡地利用について山田委員聞いてい

ただきました。結局、具体的には今のところ

ないということでいいのか、その３点教えて

ください。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。

○村田方恵生涯共育課長 利用者には、５月

30日にここの厚生文教委員会で廃止の方針を

説明させていただいた翌日に通知をさせてい

ただいております。

その際に、幾つかの団体から問合せであっ
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たりだとか、代替地について相談がありまし

たので、そこの辺りは調整を取らせていただ

いております。

あと、利用者数なんですが、コロナ前の平

成30年が２万６千人程度、あと今、前年度が

１万９千人程度です。これは、申請時の人数

ですので、実際とは少しずれるかと思います

けれども、申請時にはそのようにいただいて

おります。

それと、跡地活用につきましては、先ほど

申しましたように、今何か決まっているかと

言われますと、今後検討していきたいという

ことでございます。

以上です。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 分かりました。

あとは撤去費用、分かったら教えていただ

きたいというのと、あとあすなろ教室の方が

そこを利用してたと思うんです。多分そうだ

と思うんですけど、そうだったらその利用者

はどうなるのか。

あと、あすなろ教室にも、北設とか奥三河

からの利用がもしもあるかなとはちょっと思

ったり、自分でしますので、そういった新城

市民だけの問題じゃないかなとは思っており

まして、もしも利用者さんにそういった北設

楽郡、奥三河の方の御意見等も聞き取りする

べきだなと思いますが、そこら辺の対応され

たのか認識を伺います。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。

○村田方恵生涯共育課長 撤去費用につきま

しては、今後、建物の中の備品処分であった

りとか、あと、浄化槽の清掃であったりです

とかそういうものの費用ですとか、あと解体

費につきましては、解体設計を行った上で、

今後金額が出てくるものと思っております。

あすなろ教室なんですけれども、この事業

の廃止の検討に伴っての実際的にいろんな影

響があるところとは、調整を２年ほど前から

行っておりまして、あすなろ教室については

代替地を確保しまして、利用者さんには周知

をしているところであります。

北設の方の利用があるかというのは、申し

訳ありません、学校教育課に一度確認しない

といけないんですけれども、よろしいでしょ

うか。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 あすなろ教室は、代替とし

ては最終的にはどこになったのかというのを

教えていただけますか。記憶では、保健所の

前の施設かなとは思うんですが、そこら辺ち

ょっとあやふやなので教えてください。

○鈴木長良委員長 鈴木教育部長。

○鈴木隆司教育部長 移転の費用等も補正で

出させていただいておりますが、靴流通セン

ターの横の元の学習塾があるところの２階に

移転すると。

先ほど、北設も、たしか自分の記憶ですと、

１人か２人、北設からあすなろに通ってるか

ということを聞いておりますが、逆に庭野か

ら中心部へ出ますので、北設の方たちにとっ

ては利用しやすくなるのかなと思っておりま

す。

以上です。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 分かりました。

これで最後にしますけど、先ほどやっぱり

議題に上げてます桜淵の再整備計画の方針と

合致しないと思うんですね。そこには、今回

15ページにはその問題点の整理ということで、

木かげプラザや青年の家、体育室、釜屋建民

家、水神池等の既存施設についても効果的に

補修や修景を行い、本計画地の主要施設とし

てさらに多くの人に活用してもらえるような

魅力付けを行うことが大切であると方針とし

て明記しているわけであります。こういった

主要な施設として、桜淵公園再整備基本計画

には方針が書かれております。

それと、この方針と、今回除却、廃止する

というのが、180度違うというこの民主主義
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の整合性を問いたいんですが、その認識を伺

います。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。

○村田方恵生涯共育課長 資産管理課のほう

で、令和２年２月に、この公共施設等総合管

理計画に係る市民ワークショップを開催して

おります。そのときに、青年の家につきまし

ては、市民の意見としては解体ということで

意見をいただいております。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 ですから、令和２年２月の

ワークショップの結論が優位性を持つという

ことなんでしょうか。

つまり、再整備計画について、ここもワー

クショップで市民の人が方針をつくってやっ

たわけです。その後、３億円かけて、Ａゾー

ン、Ｂゾーンは整備はしたが、Ｃゾーンは行

われなかったというところでどうしてだろう

ということは先ほど述べましたけど、その後、

その令和２年のワークショップによって廃止

するというところが優位性を持ったっていう

ところはどうだったのかというふうに、市民

合意の整合性というのは取れないんじゃない

かと思うんですが、そこら辺の認識を教えて

ください。

○鈴木長良委員長 鈴木教育部長。

○鈴木隆司教育部長 先ほど来、お答えさせ

ていただいておりますが、その桜淵の計画を

策定した時点、それから、公共施設個別施設

計画等の策定した時点が違いますので、その

時間の経過の中で青年の家については除却と

いうような判断がされてまいりましたので、

現行ではその方針に沿って事務を進めさせて

いただきたいと考えております。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 最後にします。

ここの団体を紹介させてもらうと、キッズ

ダンスの方が630人、しんしろままちゃんブ

ラス368人、新城市ほうらい吹奏楽団が

3,427人、サッカー協会の方が880人、新城ジ

ュニアバスケットボールが887人という方々

が、あとフットサルも900人近い895人の方が

利用されてたということですが、この方々が

また代替地を探しにさまようという形になっ

て、本当に私自身はつらいなと思うんですが、

やはりこういった中心部、人口密度が新城の

中でもあるこの新城エリアから除却されると

いうところが、私はやっぱりちょっと納得が

いかないというか、もっと工夫だとか何かで

きたんじゃないかなと思いますが、そこら辺

のこの団体の皆さんに、やっぱりひと手間ふ

た手間かかると、今後かけていくような状況

になると思いますが、そこら辺の認識を伺い

たいと思います。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。

○村田方恵生涯共育課長 多くの団体の方か

らは、代替地について御相談をいただいてお

ります。こちらのほうから提案をさせていた

だいて、おおむね理解を得ているところです。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

丸山委員。

○丸山隆弘委員 今、浅尾委員がおっしゃら

れたことと同じ形になりますけれども、それ

ぞれ団体の利用が書いてあります、その団体

名も書いてあります。それぞれ、特に一番大

きいのはこれ、新城市ほうらい吹奏楽団であ

ります。

それぞれの団体が今調整されて相談も受け

ているとおっしゃられましたけれども、３月

いっぱいで廃止されるということになってお

りますので、それまでに全て完了できるよう

にしなければならないと思うんですよ、跡地

の確保ができるように。これはなぜかという

と、やはり団体として定期的にずっとこの間、

長年、使われてきた方々でありますので、今

の状況、具体的に何か困ったところ、困った

団体だとか、その辺は何かありますかね。そ

れも含めてちょっと、全体網羅してお願いし

たいと思います。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。
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○村田方恵生涯共育課長 御相談いただいて

る方たちにつきましては、代替地で御理解を

いただいたので、今年度いっぱいでというこ

とは可能と考えております。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 最後のところに行きますけ

れども、先ほどのテニスコートと同じような

形になるんですけれども、こちらのほうはか

なり情報発信が早かったと、私自身自覚して

おります、いろいろ各団体からも相談受けて

おりましたので。

ただ、そこで民意がしっかり反映されてき

たかというと、先ほどのテニスコートと同様、

一歩一歩ちょっと遅れがちであったと思って

おりますので、こういう問題は非常に利用者

の方々に御迷惑になるし、あらかじめもっと

早く早期に対応していかないといけないのか

なと思います。

あとは、桜淵の全体の計画、浅尾委員もお

っしゃっておりましたが、やはりＡＢＣのゾ

ーンがあると、それをうまくマッチさせた次

なる考えをやはり提示していかないかんとい

うこともありますので、早急にこれ対応して

いっていただきたいなと思うんですが、それ

も確認しながらお聞きします。

○鈴木長良委員長 鈴木教育部長。

○鈴木隆司教育部長 先ほどと重複してしま

いますが、テニスコートの部分、青年の家の

部分についてどのように活用していくか、桜

淵の公園内でございますので、観光課とも十

分調整しながら跡地については計画をしてい

きたいと思います。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありません

か。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 それでは、議題になってお

ります第204号議案 新城市青年の家の設置

及び管理に関する条例の廃止について、反対

の立場で討論に参加させていただきたいと思

います。

日本共産党の浅尾洋平です。

今現在、やっぱり団体が青年の家を利用し

ているということにもかかわらず、令和３年

公共施設個別施設計画で青年の家の廃止を決

定したということは、許されるものはないと

思っています。何よりも、廃止の前に、市民

のワークショップで決めました桜淵公園再整

備基本計画の方針と異なっているということ

です。

市の廃止決定は、皆さんの大事な意見、合

意形成をひっくり返すというものであり、私

はそれはあってはならないのではないかと思

っております。

また、お金がないと言いますが、３億円で

実際Ａゾーン、Ｂゾーン再整備しているわけ

ですから、ですからその３億円使って、Ｃゾ

ーンもやるべきではなかったかと思います。

こうした廃止ありきで進む市のまちづくりで

あると、どんどん魅力がなくなっていくとい

うことを考えて反対をさせていただきます。

また、再整備の中では、効果的に補修と書

かれております。しかも、老朽化に耐えなが

ら利用する団体は多く、年間延べ利用者数は

7,971名で、あすなろ教室の利用者は除いて

おりますので、あすなろ教室の利用者を含め

れば８千人以上になるのではないでしょうか。

また、各種の団体の方々は、キッズダンス、

ほうらい吹奏楽団、サッカー協会、ジュニア

バスケットボール、フットサルなど、本当に

若い方々がここに集ってやっているというこ

とであります。

しかし、その方々が、除却になれば、文化

会館、西部公民館などにわざわざ行かなくて

はいけなくなるということになります。また、
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子育て中の方からも、これは困るという声も

あります。そうした中で、私はもう少し考え

るべきではなかったかと思います。

私の友達も、このことでＬＩＮＥが来まし

て、紹介させていただきます。「息子が入団

している千郷ＦＣが、毎週木曜日、フットサ

ルで体育館を使用しています」と。「千郷小

学校のグラウンドでもできますが、雨天は体

育館が必要です。市民が活用する施設がなく

なるのはあかん」ということで、「青年の家、

令和７年度までに更地になるのか」というと

ころで疑問の声が届いております。

そういう意味でも、なぜ年間８千人、また、

２万人から３万人利用者がいる状況で廃止を

するというところで進めていけば、新城の文

化・教育、スポーツ、予防医療に寄与する場

所が１つなくなってしまうわけで、市内でも

一番人口が多い新城地域の貴重な中心部の施

設をなくすのはおかしいという市民の声があ

るのも当然であります。

以上、反対討論といたします。

○鈴木長良委員長 ほかに討論ありませんか。

柴田委員。

○柴田賢治郎委員 私柴田は、第204号議案

に賛成の立場で討論を行いたいと思います。

まずもって、令和２年の市民ワークショッ

プにおいては、市民意見としては解体という

答えも出ておりました。また、公共施設個別

施設計画においても、その方向性を示してお

ります。その上で、今議題になっておる桜淵

公園再整備基本計画との整合性においては、

いろいろな質疑を経た中で開きがあることは

確認させてもらいました。

しかしながら、答弁の中で、今からでも他

部署と連携を取りながら、その意向を反映し

てくということは確認させてもらった中で、

50年使用した施設には廃止をもって、新しい

施設につなげていきたいということで賛成い

たしたいと思います。

実際、雨漏りもする、雨のしみも垂れてる

ような施設の中で、現在苦労されながら利用

されてるお客様がいる中では、何らか直す必

要があると思いますし、その１つの第一歩と

して今回は廃止ということを理解したいと思

います。

○鈴木長良委員長 ほかに討論はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第204号議案を採決します。

賛否両論ありますので、起立により採決し

ます。

第204号議案は、原案のとおり可決するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○鈴木長良委員長 起立多数と認めます。

よって、第204号議案は原案のとおり可決

すべきものと決定しました。

次に、第212号議案 財産の取得を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 第212号議案 財産の取得

であります。

こちらのほうは4,169万円を出しての入札

で、学校給食調理用の53種類、203点のもの

を買うよという入札結果だよということだと

思うんですが、そちらの内容でいいですかと

いうところと、あとは、以前に自校方式で使

っている各学校がボロボロで、調理器具を新

しく、最近変えたと思うんですが、そういっ

た調理器具の使えるもの、これらを利活用し

た上でのこの203点なのか、そこら辺を教え

ていただきたいと思います。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 内容といたしまし

ては、共同調理場の調理スペース内で使う移

動検収台など53種類、203点ということでご
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ざいます。

次に、使えるものはどうだというお話でご

ざいますが、こちらの機器類につきましては、

こちらで仕様書として条件としましたのが、

基準品ということで、資料で出させてもらい

ましたように寸法等を細かく規定をして、そ

れを製作していただくという仕様となってお

ります。したがいまして、調理場の中の調理

機器類にマッチするような形の機器類を導入

する予定でございますので、現在の学校給食

自校方式で使っておる備品につきましては、

調理場の中には持ち込む予定はございません。

ただし、新しいもの、古いもの混在してご

ざいますので、関係部署にも声をかけ連携を

して再利用の希望を募って、配布できるよう

に現在調整しているところです。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 ということで、カスタマイ

ズというかそこに合わせたものが必要だとい

うことだと思いますが。

例えば、電子レンジとかというのも、各学

校とか自校方式ですけどあると思うんですよ

ね、冷蔵庫だとか。そういったものというの

は、やっぱり使えると思うわけです。今回の

備品の中でも、調べてみますと、山口議員の

質問もあったと思いますけど電子レンジとか

というのもあったと思います。

そういった使えるものを使っての入札をか

けたのならいいんですけど、そういう冷蔵庫

だとか、あと既製品な電子レンジ、そういっ

たものをまた新たに買うものが入ってたら、

それはもうお金もったいないんじゃないかな

と思います。端的に言ってこのＳＤＧｓの、

持続可能なまちづくりから反することだと思

いますが、そこら辺どうなんでしょう。

あと電子レンジ、既製品の冷蔵庫等は、学

校給食センターの中で使えるものが入ってる

んじゃないかと思うんですが、そこのダブり

等は教えてください。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 今回の備品の中で、

今、御指摘のあったものにつきましては、新

たに購入をさせてもらっていく予定です。

ただ、先ほどの御説明とダブりますが移動

の台車ですとか、そういったものにつきまし

ては、調理場の中には持ってまいりませんが、

新たに整備する受入室の中で、運ばれてきた

パンを載せて受入室の中で移動させるなど、

用途としては必要となってまいりますので、

そういった形で共同調理場移行した後も使え

るものは使うというところを意識しながらや

っております。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありません

か。

丸山委員。

○丸山隆弘委員 １点だけ確認します。

この間の山口議員の質疑、昨日ですか、行

った中で、ＩＨの炊飯ジャーのことですかね、

これについて実際アレルギー食の関係のもの

だということで、ちょっと確認させてもらっ

てたんですけども、実態どのぐらいご飯炊け

るのかとかそういう質疑があったと思うんで

すが、部長さんそうでしたよね、たしか。

その辺ちょっと明確になってなかったもん

ですから、教えていただきたいと思います。

また、特別なそういうジャーがあるのか、

また普通のジャーとちょっと違うのか、その

辺を確認したいと思います。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 炊飯ジャーにつき

ましては、容量としては一升炊き、１合から

一升炊きのものとして、条件設定をして購入

をするものとなっております。

以上です。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 特別な扱いだとかそういう

ことはないわけですね。ごく普通の。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 はい。
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○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

山田委員。

○山田辰也委員 僕が聞きたかったのは、先

ほども浅尾委員の中からもあったんですが、

冷蔵庫とか使えるものはやはり残すべきだと

いう考えはあるんです。

先日の一般質問の中でも、東陽小学校

100人ですよね、あと５年で50人で、７年た

つうちにはもう30人切っていくんですよ。で

すから、冷蔵庫、例えば、牛乳は受入れのと

ころに冷蔵庫、一旦受入れてから、給食にま

た配布するということは、現地で聞いてきた

んですが、100本分の牛乳の冷蔵庫とか、鳳

来東なんか10本もあればいいもんですから、

その辺も考慮したものか、それとも全てオー

ダー式のもので使うものは規格があって、新

品でないと駄目だという認識なんでしょうか、

伺います。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 今回、財産の取得

として出させていただいておりますのは、共

同処理場の中の調理スペースで使うものとな

ります。

今、委員おっしゃったものにつきましては、

受入室のお話かと思いますが、受入室につき

ましては、既存のものを使えるものは使うと

いう前提で今は調整を進めております。

以上です。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 では、使えるものは使うと

いうことで。中の、先ほどの古いものが使え

ないということは、現在使っているものは使

用不可ということで、処分ということになり

ますでしょうか。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 こちらの財産の取

得につきましては、特に今使用してるものは

ございませんので、そのまま新しいものを整

備いたします。

ただ、今、委員おっしゃったようにその受

入室のものにつきましては、昨年度、もう一

昨年度ですか、現在の給食室の機器類を全て

点検をして、そのときの状態で使える使えな

い、もうすぐ修理だという判断をしておりま

すので、それを踏まえまして、受入室の整備

を進めているところです。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 それでは、議題になってお

ります第212号議案の財産取得について、反

対の立場で討論に参加させていただきます。

日本共産党の浅尾洋平です。

この議案は、質疑でもあったように、学校

給食センター化に伴い、市給食センターの中

に入れる調理器具類を購入するために、

4,169万円規模の入札結果の承認を求めると

いう内容だと思います。

現在、学校給食センター建設計画において

は、市のずさんな運営のもと二転三転してお

り、また学校給食の提供がそろって提供でき

るかどうか困難な状況に陥っております。さ

きの一般質問では、千郷中学校では、給食を

人力で２階以上まで毎日運ぶということにな

っておりますし、東陽小学校の生徒は鳳来中

にバスでご飯を食べに行くという信じられな

い状況の計画、運営になっております。

私は、この議案の大前提となる安心・安全

の学校給食を提供できる施設となっていない

と判断しており、その状況を踏まえ、この計

画は一旦中止するべきだと考えます。

さらに、衛生面でも人力で運んで、もしも

転んでしまったりだとか、そういったことも

含めて考えれば、子どもの口に入るものとい

うことで問題が残っておると考え、そもそも
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の事業の中止、見直しを求めて、反対討論と

いたします。

○鈴木長良委員長 ほかに討論はありません

か。

中西委員。

○中西宏彰委員 私は、この第212号議案に

賛成の立場で討論させていただきたいと思い

ます。

いろいろありますけど、共同調理場が今、

来年９月の完成に向かっております。それに

必要な食器とか含めて、そういった必要なも

のをそろえるということでありますので、そ

のことを踏まえまして競争入札でも適正な中

で落とされて決まっていったものだと思いま

すので、そういったことを鑑みまして、この

第212号議案に対しては必要なものとみなし、

賛成の立場で討論させていただきました。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第212号議案を採決します。

賛否両論ありますので、起立により採決し

ます。

第212号議案は、原案のとおり可決するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○鈴木長良委員長 起立多数と認めます。

よって、第212号議案は原案のとおり可決

すべきものと決定しました。

次に、第213号議案 財産の取得を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

山田委員。

○山田辰也委員 先ほどの件にかぶってくる

んですけど、当初3,500人の給食の中で、先

日の本会議質疑があったんですが、ここでは

3,225人になっていますが、これの差という

のをもう一度説明していただけますでしょう

か。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 今回の人数、購入

の数の根拠といたしましては、令和６年度の

児童生徒数を学校教育課に照会をかけまして、

直近での分かる範囲での数字を拾った数字と

なっております。

それに加えて、共同調理場で調理を行う従

事者並びに職員、あとは予備枚数を含めまし

て小学校が2,106枚、中学校が1224枚、合計

で3,330枚を計上してございます。

以上です。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 先ほども、また同じような

ことなんですけど、人口がどんどん減ってい

く中で、全て、特に先生なんかは、弁当とは

言いませんけど、そこまでそろえていかずに、

先ほど言ったように、前の古いものが使える

んだったらそれを使ったほうがいいかと、私、

思うんですよね。

それで、教育方針のほうでも、複式になっ

て統廃合も考えているということを言ってい

るんですが、現在この３万2,025点、これは

適正だという根拠なんですが、人数が減って

いくことも考えて、この人数、現在の状況で

しか算出しておらなかったんでしょうか。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 食器は全て毎日洗

って、次の日に備えていくことは当然のこと

だと思っております。

したがいまして、食器の洗浄につきまして

も本体の工事の中で食器の機械で洗浄するも

のを導入していきます。そういった中で、機

械の形に合わせた食器の形を入れないと洗浄

ができない状態となっております。機械で洗

浄した食器をかごに入れまして、それを大き

な運搬用のコンテナに入れまして、そこで熱

風消毒を行うというのが一連の流れとなって

まいります。
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ですので、ふぞろいの形の食器を使うこと

は共同調理場の洗浄という視点で考えますと、

ちょっと対応ができないことで、先ほど申し

上げた必要枚数を計上したものでございます。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 私のほうも、お椀はじめス

プーンだとか２万２千点に及ぶもので、

7,777万円分の購入費用ということで、相当

大きな額をまた税金で使うなと思ってお聞き

するんですが、先ほどと同じですけど、今使

っているお箸だとかスプーンを利用できれば、

こんなにたくさん要らないというか、利活用、

資源を大事にということでできるんじゃない

かなと思いますが、そういうことはせずに、

今回全部新しいものを買ったということで理

解していいでしょうか、伺います。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 今、委員御指摘の

あった理解で大丈夫です。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 そうなりますと、お箸とか、

ここも丸スプーン波とか書いてあります。で

も、そういうのは食洗機でも対応できると思

うんですよね。そういった考え方で算定をし

なかったんでしょうか、伺います。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 先ほど説明をさせ

ていただいております機械洗浄ということで、

機械洗浄でまず対応していく食器類でござい

ますが、ご飯、汁、深皿、パン皿、丼、食器

は全て機械洗浄いたします。また、トレイや

箸、スプーン、並びにそういったものを格納

するかご、あとは、ご飯用の食缶類は全て機

械で洗浄いたします。

したがいまして、機械で適合するものを選

定しないと不具合が生じるものですから、機

械に合わせた食器類を導入するということで

ございます。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 これ最後にしますけど、機

械でやらんといかんということで全て新品に

してということだと思いますけど、お箸とか、

スプーンって、こんなに長いものとか短いも

のないと思うんです。大体同じお箸、子ども

と僕も使うの同じ箸だし、そんな飛び抜けて、

小学校を使う箸が長いとか、そういったもの

ってないと思うんです。ですから、大体市販

された大きさの箸、平均されていますから、

これ洗えると思うわけですよね。

ですから、そこを排除というか、そこは使

えるものを使って、ＳＤＧｓの時代ですから、

安くあげるということも、プラスアルファー

もったいない精神で最後の最後まで大事に物

を使うということで、まちづくりというのは

あるんじゃないかなと思います。

ですから、今のお箸、スプーンでも十分洗

えるんじゃないかなと思うんですが、ＳＤＧ

ｓの観点からも、機械で洗えるんじゃないか

なと素人ながら思うんですが、そこら辺の認

識、教えてください。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 機械の詳しい性能

が、すいません、まだ手元に資料がなくて明

確なお答えできませんが、機械に対応する食

器類を用いて洗浄することが一番きれいに洗

えるということが想定されますので、子ども

たちに食器、什器類、そういったものを最も

きれいな状態で次の日に備えて提供するとい

う観点で、今回は機械で適合するものを導入

させていただきたいと思っております。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

カークランド委員。

○カークランド陽子委員 昨日のやつともし

重複したらごめんなさい。

これ、多分入ってないと思うんですけども、

当然39億２千万円の建設費の中には含まれて

ないということですよね。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。
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○菅野裕也学校給食課長 今、委員おっしゃ

った数字の中には含めてやっております。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

中西委員。

○中西宏彰委員 先ほど浅尾委員からもあり

ましたけども、今の既存、使ってる食器とか

箸とかそういったものを、今回新しくして、

当然時代とともに、食器類とか、衛生管理も

含めて進化してると思いますので、それに合

わせることは十分私は理解いたしますけども。

今、使ってるものに対して有効活用される

のか、次なる生かし方と言おうか、どういう

方向性を考えておるのか、お考えがあれば教

えてください。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 有効活用という点

では、関係する部署の給食を提供するこども

未来課にも声をかけまして、ただ、食器類も

劣化が進んでいる状態がございますので、使

えるものは引き取ってもらうという調整は、

内部的には話をしてございます。

以上です。

○鈴木長良委員長 中西委員。

○中西宏彰委員 今のお話どおり、使えるも

のは本当に使っていただいたり、差し上げて

でも活用していただけるんだったらそういう

ことも１つの貢献になろうかと思いますので、

そういったこと踏まえてしっかりとした対応

して、極力、廃棄が少なくなるような方向で

考えていただければありがたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 今の中西委員の関連でお聞

きしますが、今使っている箸とかスプーンと

か食器類というのは、今、対応すると言った

けど、どういうふうに対応するんですか。そ

れ、引き取るところって言ったんですけど、

どこがあるんですか。学校はもうこれで、給

食センターで新しいものを全てそろえて賄え

るわけですけど、今使ってるものは大量に残

ると、今の議論で思うんですが、どこが結局

引き取ってくれるんですか、伺います。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 こども園で使える

ものは、見に来てもらって持っていっていた

だくような想定をしております。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 こども園の数と小中学校の

数、アンバランスですよね、めちゃくちゃ多

いと思うんです、今の小中学校のほうが。大

量にきっと余ると思うんですが、それも未来

永劫ずっと持ち続けてやる管理ということな

んでしょうか。

○鈴木長良委員長 菅野学校給食課長。

○菅野裕也学校給食課長 今、委員おっしゃ

ったように、量的にはバランスが取れません

ので、引き取ってもらった残りのものにつき

ましては処分をしていく方針でございます。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 今、議題になっております

第213号議案 財産の取得について、反対の

立場で討論に参加させていただきます。

日本共産党の浅尾洋平です。

これは、食器類を新しくするためにという

ことで7,777万円の承認、入札結果で求める

内容であります。

今、議会でもありましたですけど結局大量

に今使っている箸やお椀等はこども園、箸の

大きさはちょっと違うたりとかしますけど、

大量に廃棄が出ると、処分になると思ってお

ります。やはり、そういったものは、使える

ものは使えば、こういった予算が軽減できる

かと思いましたが、全部新しくするというこ
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とでＳＤＧｓのまちづくりに反していると思

っております。

今、給食センターの計画は二転三転し、大

前提となる給食の提供ができない状況を踏ま

えると、一旦中止をするべきだと思っており

ます。市民からも、やっぱり大阪万博のよう

に建設費も増えていくのではないかという心

配の声も上がっております。

何よりも生徒児童、給食が安心・安全・安

定という原則から反るような状況に今なって

いるということで、用具の購入は認められな

いと考え、今、本事業の中止、見直し求めて

反対といたします。

○鈴木長良委員長 ほかに討論ありませんか。

中西委員。

○中西宏彰委員 私は、第213号議案に賛成

の立場で討論させていただきます。

先ほどと一緒で、今回は共同調理場を新し

くして、また新しい施設の中で、それに見合

った、時代に合ったものに即して、学校給食

の提供に必要な食器類の用具をそろえるとい

うことですので、それをしっかりそろえてい

ただいて、高価でありますけど、今後大切に

使っていただくことで食の安全・安心にもつ

なげながらおいしく食べていただけることも、

やはりこれは１つの節目のときだと思います

ので、そのようなことで必要なものと認め、

賛成の立場の討論とさせていただきます。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに討論ありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより、第213号議案を採決します。

賛否両論がありますので、起立により採決

します。

第213号議案は、原案のとおり可決するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○鈴木長良委員長 起立多数と認めます。

よって、第213号議案は原案のとおり可決

すべきものと決定しました。

次に、第218号議案 新城市作手高齢者生

活福祉センター虹の郷の指定管理者の指定を

議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

丸山委員。

○丸山隆弘委員 出していただいたものであ

りますけれども、令和５年３月末の状況で、

指定管理者に対するこの費用がうたってあり

ます。1,800万円がこの虹の郷指定管理とい

うこと。それから、虹の郷の運営業務として

2,915万円であります。

本年度の予算を見ますと、かなり膨らんで、

当然膨らんでくると思います。いろいろコロ

ナによって事業が縮小した傾向があるのかな

とも、勝手ながら、考えるんですけれども、

この辺りのこの影響というんですか、今年度

に入ってからどんな運営も含めて指定管理を

定めるに当たっての社会福祉協議会の事業展

開、こんなところをちょっとお聞きしたいん

ですけれども、お願いします。

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。

○後藤知代高齢者支援課長 先ほど、丸山委

員から御質疑ありました件ですが、事業の膨

らみといいますか事業費の膨らみとしまして

は、大きいものとしましては、電気料、水光

熱費等の増大が高額になっていることが一番

影響があるのかなと思っております。

それに加えまして、利用者の利用が減って

いるということに関しまして、そこに補填す

る金額が増えていると考えております。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 虹の郷の指定管理者の社会

福祉協議会さんがやるという内容だと思うん

ですが、ちょっと私心配してるのが、今、全

国的にケア労働者のスタッフ不足があって、
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そこは大丈夫なのかと、現状分かったら教え

てほしいんですが。

全国のニュースとかも見ても、この社会福

祉協議会がやってるメニューの介護支援もス

タッフ不足でやれなくなっているというとこ

が軒並み出てるとニュースで見たもんですか

ら、これは新城でも同じ問題あるんじゃない

かなと思うんですが、そこら辺、こういった

指定を行うに当たりそういったことも考慮に

入れるというか、現状も含めて理解した上で

の状況なのか、現場の状況の声等分かったら

教えてください。

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。

○後藤知代高齢者支援課長 今回の指定に当

たりまして、本来であれば、今までは社会福

祉協議会が受けてくださっていたんですけれ

ども、広く民間の別のところにもということ

で門戸を広げまして、自由な応募をというこ

とで、社会福祉協議会だけに頼らず、ほかの

ところにも募集の機会を増やして応募をして

いただくように考えたところですが、結果、

蓋を開けましたら社会福祉協議会の1者であ

ったこともありまして、やっぱり社会福祉協

議会が地元に密着しているということですと

か、地域の福祉の中枢をやっぱり担っていた

だいておる大事な団体ということで、どうし

ても期待するところが大きいのかなと思って

おります。

人材不足ですとか、いろんなお話を聞いて

いるところもありますが、その辺も踏まえて、

指定管理をお願いする中で、費用面ですとか

そういったところ協議しながらやっていきた

いと思っております。

以上です。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 先ほどの続きでもう１点ち

ょっと確認したいんですけれども、作手高齢

者生活福祉センター虹の郷指定管理のお金は、

早々若干増えておるわけですけれども、実際

運営する業務は、先ほど、後藤課長言われる

には事業の縮小もあると。また、電気料、維

持管理がちょっと増えたというところであり

ますけれども、大体本年度単純に比較します

と１千万円増えてるんですね、この事業費と

比べると。令和４年度と比べますと令和５年

度は１千万円ぐらい増えていると。

丸々それが、運営の光熱水費で行っちゃう

ということはちょっと考えにくかったんです

けれども、事業の縮小が一方であるというこ

とも、先ほどおっしゃったような気がしたん

ですけれども、メニューが何か変わってきて

るんですか。特に、来年度の展開で切り替え

てお聞きしますけれども。

○鈴木長良委員長 後藤高齢者支援課長。

○後藤知代高齢者支援課長 すいません。私

の説明が不足していたかと思いますが、事業

の縮小ではなくて利用者人数が減ることによ

りまして、ただ、運営するとかその事業をや

るには同じだけのお金がかかりますので、そ

れに対する補填ということで先ほどお答えし

たかったんですが、説明が不足いたしまして

申し訳ありません。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第218号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

次に、第219号議案 新城地域文化広場の

指定管理者の指定を議題とします。
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これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 文化広場、文化会館の管理

者の指定だということなんですが、競争とい

うか決まった経緯とかほかの会社もあったの

か経緯を教えてもらいたいのと、あと課題、

何か運営していく中での課題等あったら教え

てほしいというものと、あと、運営が大企業

だけではなくてやっぱり地域密着の経営の団

体もあったらいいなとは思うんですが、そこ

ら辺の動きだとか、こういった管理者の難し

さも含めてですが、あるのかどうか伺います。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。

○村田方恵生涯共育課長 今回の指定管理者

の選定につきましては、地方自治法によりま

して、競争入札ではなく、管理を代行させる

ものを選定するという方法で行っております

ので、教育委員会のほうから市長に、選定審

議委員会のほうに諮問いたしまして、第１次

審査、第２次審査を経て、優先候補者を決定

し、答申をいただきました。その上で、教育

委員会としましても、総合的に判断しまして、

今回の事業者を選定したものです。

応募者につきましては、１者ということに

なりました。質問の時点では、何者かからい

ただいておりましたが、応募は１件というこ

とでありました。

あと、課題といたしましては、申し訳あり

ません、運営の課題ということでよろしいで

すか。

施設の安全管理はもちろんなんですけれど

も、この地域文化広場は中央公民館という位

置づけも行っておりますので、文化振興です

とか、市民の福祉増進であったりですとか、

そのようなところで、イベントだけではない

取組のところを重視して今回は選定をいたし

ております。

地域の事業者がということですが、こちら

は、応募要項に基づいて応募いただければ、

審査の上でというところでございます。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

山田委員。

○山田辰也委員 この指定管理なんですが、

先日の山口議員の質疑の中にもあったんです

けど、今、優先候補者の中から総合的に判断

したということは、点数で決めたと思うんで

すよね。

だけど、豊川とか豊橋にその会社があって、

一般競争入札でなぜできなかったかと思うん

ですよ、金額も大きいですし。前回、東京の

ほうの会社が入ってきたり、豊川にもあるし、

豊橋にもあるんですけど、指定管理の総合的

な判断というのはどういう判断だったんでし

ょうか、伺います。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。

○村田方恵生涯共育課長 この指定管理者制

度といいますのは、先ほども申しましたよう

に、地方自治法の第244条の２に基づくもの

でありまして、行政上の行為となりますので、

競争入札ではありません。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 では、どんなような行政上

の行為なんですか、管理とかのはずなんです

けど。

○鈴木長良委員長 村田生涯共育課長。

○村田方恵生涯共育課長 これは、指定管理

者のほうに管理を代行させるということです

ので、料金の徴収ができたりですとか、そこ

で委託とは違うものです。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。
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これより第219号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

次に、第221号議案 新城市手数料条例の

一部改正を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより第221号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

請願、陳情の審査のため暫時休憩といたし

ます。

休 憩 午後３時36分

再 開 午後３時44分

○鈴木長良委員長 それでは、休憩前に引き

続き、会議を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

陳情者、愛知県保険医協会ほか１名から提

出をされました、「現行の健康保険証の存続

を求める意見書」の提出を求める陳情書を議

題といたします。

本日は、参考人として愛知県保険医協会事

務局、服部温さんの出席を得ております。

この際、委員長として私から一言御挨拶を

申し上げます。

本日は、お忙しい中にもかかわらず当厚生

文教委員会の陳情審査にお越しいただきまし

て、誠にありがとうございます。委員会を代

表いたしまして心から御礼申し上げますとと

もに、忌憚のない御意見をお述べいただきま

すようお願いを申し上げます。

それでは、早速でございますが、議事の順

序について申し上げます。

初めに、参考人から陳情に関しての御説明

や御意見を述べていただき、その後に、委員

からの質疑にお答えいただくようお願いいた

します。

それでは、服部温さん、よろしくお願いい

たします。

○服部温参考人 よろしくお願いします。

本日は意見陳述の機会を設けていただきあ

りがとうございます。私、今、御紹介いただ

きました地域医療を担う開業医の団体で、事

務局しております愛知県保険医協会の服部と

申します。

今回、医療現場の実態を交えて意見をまず

述べさせていただきたいと思います。

今般、政府が、現行の健康保険証を2024年

秋に廃止するということでマイナンバーカー

ドと健康保険証を一体化する方針ということ

を打ち出しております。しかし、このマイナ

ンバーカードと保険証の一体化、これマイナ

保険証と呼んでおりますけれども、このマイ

ナ保険証を現在使われた際に、別人の情報が

ひもづけられるとか、あと医療機関の窓口で

負担割合が間違って表示されるといったトラ

ブルが相次いでおります。

私ども愛知県保険医協会が、今年の夏に実

施しました医療機関の窓口トラブル事例アン

ケートを少し御紹介させていただきたいと思

います。
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高齢者の方で、オンライン資格確認の画面

と健康保険証に印刷された負担割合が一致し

ないという事例が17％の医療機関で発生して

おります。こうした場合、現在は健康保険証

で資格確認をするというふうで対応しており

ますけれども、来年秋以降、この保険証が廃

止されるということになりますと、こうした

場合の窓口でのトラブルというものが大幅に

増えるということが予想されるかなと思いま

す。

受付業務では、このカードリーダーの操作

そのものの補助であるとか、患者さんへの説

明といったものの負担が、現在でも発生して

いるということです。

今現在、マイナ保険証の利用率わずか４％

台というような、報道で、先生方も御存じか

と思いますけども、この数字、今年の夏以降

ずっと下がってきているということです。マ

イナ保険証を使うこと自体への国民の不安と

いう大きさの表れではないかなと考えており

ます。

さらに、マイナ保険証を巡っては、各市町

村で事業運営されてます子ども医療費助成で

すとか、あるいは後期高齢者の医療受給者証

をお持ちの方、仮にマイナンバーカードで外

来手続をされても、受給者証は別だというこ

とで提示が必要になると。これでは、医療機

関の受付業務の簡素化ともなかなかならない

だろうと。

また、現行の保険証は申請をしなくても各

医療保険者から新しい保険証が届いてくると、

申請によらないで被保険者の手元に届くとい

うことになるんですけれども、マイナ保険証

は自分で更新申請をしていかないと期限切れ

で使えなくなってしまうということです。手

続の仕方が分からない方ですとか、煩わしい

といった方が、更新手続を行わないとなって

いけば、いわゆる無保険状態といった方が急

増していくと。これが国民皆保険制度そのも

のを崩壊させる、国民の医療を受ける権利、

受領権の侵害になるという点でも重大な問題

があると考えています。

ここまで述べた問題については、いずれも、

この現行の健康保険証を存続させれば、マイ

ナ保険証とは、選択制にすれば解決できる問

題ではないかなと思います。

ぜひ、新城市議会として、国に対して現行

保険証の存続の意見書を上げていただきます

ように、お願いいたします。ありがとうござ

いました。

○鈴木長良委員長 ありがとうございました。

以上で、参考人からの説明・意見が終わり

ました。

次に、参考人に対する質疑に入ります。

なお、念のために申し上げますが、参考人

は委員長の許可を得てから御発言ください。

また、委員に対しては質疑をすることができ

ませんので御了承願います。

それでは、質疑はありませんか。

山田委員。

○山田辰也委員 私も、当初の計画のマイナ

ンバーカードが使えるというのはちょっと喜

んでたんですが、実際行ってみたら、その登

録する機械がないところとか、やっぱりあり

ました。それと、「登録しないと使えない」

とその場所で説明を受けたもんですから、こ

んな煩わしいものを本当に政府がちゃんとや

ってるんだろうかという間に、テレビ等で間

違いがすごくたくさん出てきたというのを目

の当たりにしまして、これずっと疑問点に思

っていたところだったんですね。

ですから、やっぱり今ので行けるものは存

続を求めたほうがいいと、私は思っていたん

ですが、この、皆さんからの、アンケートま

では取ってないんですけど、そういう意見は、

現場ではやはり多数あったんでしょうか、伺

います。

○鈴木長良委員長 服部参考人。

○服部温参考人 そうですね、現行保険証の

この医療機関の先生方から、どの程度という
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ふうで存続の御希望がというのは、全数調査

をしたわけではないのでなかなかちょっと確

たることは申し上げられないんですけれども、

ただ、今般、トラブルが続いているという中

で、なぜ保険証を廃止しなければいけないの

かというのは、その点については多くの先生

方の御意見ではないかなと考えております。

当初、政府の説明としましても、健康保険

証とマイナンバーカードを結びつけるといっ

たことまでは、マイナンバーカードの制度設

計に当たっては、当初なかった計画だったと

思うんですね。それが、途中で健康保険証も

結びつけよう、あるいは運転免許証もどうだ

というようなお話が後から次々出てきて、結

びつけるものがどんどんたくさんになってく

ると。本当にこれできるのかなと思っていま

したら、トラブルが実際発生するという中で、

さらに来年の秋までに健康保険証は廃止する

という期限を区切ったような計画というもの

が示されましたので、それでは当初マイナン

バーカードは任意で、利用したい方が利用す

ればいいという当初の計画からも相当変わっ

てくるということもございます。

ですので、その点も踏まえて、今回の陳情

をお汲みいただければなと考えております。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 では、趣旨に従いまして、

現行で全く、今の状態で、問題点というのが

見つからないと思うんですけど、問題点とす

るなら政府の考えじゃないかと思うんですけ

ど、その辺はいかがでしょうか。

○鈴木長良委員長 服部参考人。

○服部温参考人 おっしゃるとおりだと思い

ますね。先ほども述べさせていただきました

けれども、なぜ来年の秋に期限を区切って健

康保険証を廃止しなければいけないのか。こ

の１点に尽きると考えております。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 私も、本当に服部さんの言

うとおりだなと思っております。このマイナ

ンバーカード、本当に来年の秋までに、もう

期限を区切ってということで強制的な状況が

あるということで、もうこれ本当に現場は本

当混乱するんじゃないかなとちょっと認識を

してまして、先ほど御説明でもあったんです

が、もう一度その影響があるだろうという機

関、クリニックの先生とか、あとは歯科医院

の窓口だというところだと思いますが、もし

も、ほかでもこういったところに影響がある

んじゃないかというのがあれば教えていただ

きたいなと思うのと、また、やっぱり現場で

は具体的にというか、再度こういったところ

が煩雑になって困るんだよというところがあ

ったら、また教えていただきたいと思います。

○鈴木長良委員長 服部参考人。

○服部温参考人 そうですね、先ほど申し上

げました窓口でのトラブルというものは、ま

ず、今現在も医療機関で、実際に私も医療機

関を訪問させていただいた際に、顔認証がで

きなくてお困りの高齢の方が、「健康保険証、

今日は持ってきてなくて」とおっしゃられて、

窓口でやり取りされてるとかというのも目に

しましたし、あと、他人の情報がひもづけら

れていたということは、本当に重大な問題だ

と思うんですね。

他人のお薬の情報であるとかそういったも

のを参考にして、もし別の方の治療をしてし

まうというような事態になってしまうと、そ

れ自体が医療事故ということにもなりかねま

せんので、今現在は医療現場のところで、

「あれ、一致しないね」というのに気づいて

防げているということですけれども、それが

今利用率、４％台でそういった状況なんだと

いうことですので、来年秋廃止して以降どれ

だけの方がマイナ保険証を使われるかという

のは未知数ではありますけれども、確実に利

用が増えていったところで、果たして本当に

１人もそうしたシステムが原因による医療事

故というものが発生しないかどうかというの

は、いまもって本当に不安にしか感じており
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ません。

それとすみません、あともう１つ、御質疑

あったと思うんですが、すいません。ど忘れ

してしまって。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 多分、対象となるのが、自

分としてはですけど、クリニックとか町のお

医者さんのところとか、あと歯医者さんとか

というところになるかなと思うんですが、そ

れでいいのかどうか。もしも、ほかにもこう

いった現場が困るんじゃないかというところ

があるんだったら教えていただければと思い

ます。

○鈴木長良委員長 服部参考人。

○服部温参考人 そうですね、医療機関以外

でということになりますと、いわゆる介護施

設など高齢者の方が入所、入居しておられる

様々な施設ございますね、老健ですとか、特

養とかですね。様々そういった施設では、健

康保険証を、利用者さんの分を一旦預かるよ

うな形で、万一、利用者さんが急変した際に

は、そちらを施設の職員の方がお持ちになっ

て医療機関にかかられるとか、必要な治療に

結びつけてくということになるんですけれど

も、これをマイナ保険証にということになり

ますと、マイナンバーカードをそうした施設

の方が、第三者の方ですよね、そうした方が

預かるという非常にこれ現場の方は大変な御

苦労になってしまうというところだと思うん

ですね。

やはり、そうした第三者がマイナンバーカ

ード、マイナ保険証を管理するということ自

体も、そもそも制度設計上想定されていなか

ったのではないかなと思うんですね。ただ、

現場の実態としては、やはり健康保険証、日

常から預かっていないと、御家族さんが、例

えば利用者さんが急変したときにすぐ近くに

いらっしゃるわけではないので、入所されて

いるような方ですと。そうしたところで、そ

うした施設の方も非常に御負担が重くなるん

ではないかなと考えられます。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 なるほど、分かりました。

ありがとうございます。

やっぱり、本当マイナンバーカードは個人

で管理するというのが基本でしたもんね。そ

れを、第三者がこういう形で、入所するとは

いえ管理せざるを得ないというのは、本当に

初めの制度設計上、想定してなかったんじゃ

ないかなと、本当に政府がちゃんと考えてな

かったんじゃないかなとちょっと思っていま

すが。

あと１点だけ、またお聞きするんですけど、

本当にこれ12月13日のニュースでもあるんで

すが、マイナンバーひもづけ誤登録問題とい

うので、違う人の住所だとか、名前が入って

いたりだとか、そういったことが今出ている

ということで、岩手県の話ですけど、障害者

手帳に他人のマイナンバーがひもづけられて

いるミスが７件あったとか、あとは申請の家

族とマイナンバーを間違って担当者が登録し

たのが３件あったりだとか、あとは行政手続

のオンラインの窓口で連携する際に発生した

システムエラーで４件あったとか、その原因

はまだ不明だということで、マイナンバーに

関するトラブルというのが本当に多いんじゃ

ないかなと思っていまして、また、そのマイ

ナンバーをなりすましができちゃうというニ

ュースがあって、それは本人の写真の仮面を

かぶって顔認証でやったら合格しちゃうとい

うところがあって、本当に本人確認というの

は擦り抜けれる、すごく危ないマイナンバー

の保険になってしまうんじゃないかなと思っ

て、私も危惧はするんですが。

やっぱり、そういったところが、服部さん

言うように危惧をされているという状況なの

かというところを、いま一度確認をしたいと

いうところと、あとは対応としては、現行の

現物の保険証も併用してやっていただければ、

事は問題なく、確認もスムーズにできるとい
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う解決策ということで要望の意味づけという

ことでよろしかったか、そこをお聞かせくだ

さい。

○鈴木長良委員長 服部参考人。

○服部温参考人 そうですね。今、議員もお

っしゃられていましたけれども、せんだって

12月12日のマイナンバー情報の総点検につい

て、私も政府が発表した資料を見ておりまし

たけれども、河野大臣は、全体ではひもづけ

誤りは0.01％だったんだと、非常に少ないと

いうようなことをおっしゃられていましたけ

れども、そのひもづけ誤りによって不利益を

被る方にとっては、0.01％ではないんですよ

ね。その点ははっきりさせておきたいなと思

います。

そうした誤りが、まだシステム始まった当

初だから仕方ないんだという言われ方もたし

かしていたと思うんですね、リスクとベネフ

ィットだとか、ゼロリスクにはならないんだ

というようなことも河野大臣おっしゃってま

したけれど、それであれば、じゃあ現行の健

康保険証を残して、まずは任意で、徐々にマ

イナ保険証のシステムがよりこなれていくと

か、そういったような状況になっていく中で

自然とマイナ保険証の利用者さんが増えてい

くということであれば、それはそれで１つ政

策としてはあり得るのかなと思います。

それで、翻って考えると、やはり来年の秋

の健康保険証の廃止というのはやめていただ

きたいなというのが我々の意見です。

それとですね、すいません、後段の質疑が

すぐ抜けてしまって申し訳ない。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 現場が煩雑になって混乱す

るという認識を聞いたわけですけど、やっぱ

り、なりすまし、先ほど言ったニュースでこ

ういった顔写真のお面かぶったら、認識オー

ケーと通っちゃったとか、あとそういうふう

なお年寄りが更新ができないとか、やっぱり

そういった不具合というか、困ることが本当

に今後、秋までに廃止ということを強行され

ると、またさらにやっぱりそういったトラブ

ルが増えてくという認識でいいかということ

を、また聞かせてもらいたいと思います。

○鈴木長良委員長 服部参考人。

○服部温参考人 度々申し訳ございません。

そうですね、その点もおっしゃるとおりだ

と思いますね。先ほど仮面をかぶってみたら

顔認証が通ったというのは、実は私ども保険

医協会の長崎で開院しておられる先生が自院

のほうで、試してみたといったらいけないん

ですけれども、その可能性があるんではない

かと思ってやってみたら本当にできてしまっ

たという事例なんですね。

仮面をかぶって受診される方は恐らくいら

っしゃいませんので、それはそれということ

なんですけれども、ただ顔認証だけで使える

マイナンバーカードというのも、政府、今、

検討しておられますので、果たしてどの程度

のものなのかというのは、その点も我々危惧

しているところです。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

カークランド委員。

○カークランド陽子委員 先ほどもおっしゃ

られてくださってたこと、再度確認させてい

ただきたいんですけども、とりあえずこのマ

イナンバーカードを完全に否定するというも

のではなく、徐々に国民がマイナンバーカー

ドで一緒にやっちゃったほうがいいじゃんと

いう利用者が増えてきて、自然にそちらに移

行していくというのはもちろんありですけど

も、今の時点でこういったトラブルを解決す

ることなく、強行してほしくないということ

でよかったでしょうか。

○鈴木長良委員長 服部参考人。

○服部温参考人 そうですね、私ども保険医

協会の立場としては、１つは医療のデジタル

化そのものは否定するものではないと思って

るんですね。医療の質を高める、あるいはこ
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れからの医療資源、人口も含めてですけども

厳しい情勢が訪れるというような予測もあり

ますので、その中においては、やはり効率化

というものも必要でしょうし、そのためには

デジタル化というのは１つのツールとして十

分あり得ると思います。

それで、マイナンバーカードについても、

まだこの制度もできて、どうでしょう、５年

少しぐらいですかね、制度そのものでいうと。

システムとして、このマイナ保険証というの

が始まってまだ数年という段階で、本当に利

用者さんが４％台という中で、なぜ来年秋に

健康保険証を廃止するんだというところなん

ですね。

ですので、この点は本当に、今はまだ方針

を撤回しますと一言おっしゃっていただけれ

ば、延期をしますよと。しばらくは任意で選

択して、両方、いずれか使っていただけるよ

うにしておきますよとおっしゃっていただけ

れば、まだ混乱は少なく収まるんではないか

なと考えております。

そのためにも、ぜひ国に対して意見書を、

新城市議会さんとして提出いただきたいなと

いうのが私からのお願いです。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

以上で、参考人に対する質疑は終了しまし

た。

本日は、誠にありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○鈴木長良委員長 しばらくの間、休憩しま

す。

休 憩 午後４時08分

再 開 午後４時16分

○鈴木長良委員長 それでは、休憩前に引き

続き、委員会を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

これより討論を行います。

討論はありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 それでは今、議題になって

おります、現行の健康保険証の存続を求める

意見書の提出を求める陳情書について、私は

採択の立場で討論をさせていただきたいと思

います。

参考人のお話もあったように、やはりマイ

ナ保険証の普及率はまだ４％という中で、

2024年の秋には保険証廃止に向けて政府は進

めているということで、今カードリーダー不

足だとか、あとは顔認証も含めてのトラブル、

また別人の情報がひもづけされ登録をされて

いる事例など起きている中での、そういった

移行、強行的な移行というのは、現場が混乱

するというところは、非常に理解できるとこ

ろであります。

その中で、陳情事項として、国に現行の医

療保険証の存続を求める意見書を提出してく

ださいというところは理解できるものとして、

私は採択ということで討論に参加させていた

だきたいと思います。以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに、討論はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより採決します。

本陳情を採決することに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本陳情は採択することに決定しま

した。

それでは、暫時休憩します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

休 憩 午後４時18分

再 開 午後４時21分
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○鈴木長良委員長 それでは、休憩前に引き

続き、会議を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

請願者、新城市作手地区区長会から提出を

されました（仮称）新城・設楽風力発電事業

に関する住民意見と事業者への請願書を議題

とします。

本日は、参考人として、齋藤紀美さん、補

助人として、宮脇佐知子さん、松谷泰樹さん

の出席を得ております。

また、説明のための紹介議員としてカーク

ランド陽子議員、齊藤竜也議員、佐宗龍俊議

員の出席も得ておりますので併せて御報告し

ます。

それでは、この際、委員長から一言御挨拶

を申し上げます。

本日は、大変お忙しい中にもかかわらず厚

生文教委員会の請願審査のためお越しいただ

きまして、誠にありがとうございます。委員

会を代表いたしまして心から御礼を申し上げ

ますとともに、忌憚のない御意見をお述べい

ただきますことをお願いを申し上げておきま

す。

早速でございますが、議事の順序について

申し上げます。

初めに、参考人からの請願に関しまして御

説明や御意見を述べていただき、その後に、

委員からの質疑にお答えいただくようにお願

いを申し上げます。

それでは、齋藤紀美さん、よろしくお願い

いたします。

○齋藤紀美参考人 今日はよろしくお願いい

たします。

請願、こちらの請願書の内容については、

既に皆様のお手元にあるとおりなんですが、

請願の項目としては、項目１として、事業者

はこれまで開催された説明会において、「地

元住民の合意が得られないまま、事業者の判

断で建設を強行することはない」と再三説明

されてきた。地元住民の合意とは、地権者の

みではなく地権者以外の地域全体の住民を含

む合意であることを、新城市も共通認識と捉

え、地域全体の住民の意向に反して、建設に

着手することのないよう、新城市から事業者

に要請すること、これが１つ目です。

もう１つ、２つ目が、作手20地区の区長よ

り、（仮称）新城・設楽風力発電事業につい

て住民の建設反対意見を各地区区長の連名に

より表明する。これら各区長の連名書を、新

城市長より事業者へ提出することということ

で、住民の人たちが反対の意見がありますよ

ということを新城市にも事業者にもお伝えし

たいということで、２つ目の項目を請願させ

ていただきました。

以上です。

○鈴木長良委員長 ありがとうございました。

以上で参考人からの説明・意見が終わりま

した。

次に、参考人に対する質疑に入ります。

なお、念のために申し上げますが、参考人

は委員長の許可を得てから発言してください。

また、委員に対して発言することはできませ

んので御了承願います。

それでは、質疑はありませんか。

山田委員。

○山田辰也委員 今日はありがとうございま

す。

ある程度理解しているところもあるんです

が、この厚生文教委員会以外の議員の方にも

理解してもらえるように、重なる点がありま

すけど１つずつ伺いたいと思います。

この要旨の中には、（仮称）新城・設楽風

力発電事業への反対の意見を表明するとある

もんですから、はっきり言って反対、つくっ

てほしくない。だけど、今、調査ぐらいはい

いんじゃないかというところで始めてるとこ

だったもんですから、作手の反対表明とこう

いうふうに私捉えているんですが、ちなみに

賛成している人というのはおりますでしょう
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か。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 作手で賛成してる人はお

りますかという質疑なんですが、前回、つい

せんだって、請願書提出直後に３社の新聞記

者さんがいらっしゃって、その記者会見にお

いて紹介議員の作手のお２人が、「作手で賛

成の人はいないと思います。聞いたこともな

いです」と代弁してくださいました。私たち

もそのように考えております。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 大体こういう事業というの

は、反対・賛成の中で、地域住民の合意とい

うことを必ず出してくるんですね。で、地域

とか、住民とか、どこを表しているかという

のはそういう表現をするもんですから、地域

住民の合意というのは、地権者以外の地域全

体を含む合意なのでしょうか。

その辺の感じはどのように、地域住民は作

手の方だけなのか、今回出されてない、先ほ

どでは賛成してる人はいない、全員反対だと

いうんですから、合意としては、私、成り立

ってないと思うんですけど、よく地域、地域

って行政も市長も言うんですけど、どういう

捉え方でおるか、伺います。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 私たちが地域住民として

捉えているのは、地権者だけではなくて、当

然住民には、地権者の数のほうが圧倒的に少

ないんですね。地権者だけの意見でたくさん

の地権者の人たちが、その土地を貸してくれ

るということで、用地が確保できたので一部

の、一部になるんですけど、一部の人の合意

が得られたので建設するということでは、地

権者以外の圧倒的多数の人たちの意見が全く

そこに反映されないということになってしま

って、それでは住民の人たちは困ると。

なので、私たちが項目１で主張したとおり、

地域の住民というのはどこまでの範囲かとい

うところは、私たちとしては少なくとも旧作

手村の地域の人たちは最低でも地域住民とし

て考えていただきたいということはあります

が、その中の地権者だけじゃなくて、それ以

外の人たちの意見も、その地域住民の合意と

いう部分に組み入れて全体で反対、反対とい

うか全体で合意なのかどうかというところで

受け止めてほしいというところです。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 実は、御存じかと思います

けど、設楽原の馬防柵の前に、太陽光パネル

をつくるということで、非常に皆さん心配し

て、設楽原を守る会からの要望書が出た途端

に市長が東京まで行くような、そういう姿勢

がありました。

それで、その後の説明会があったんですが、

市長が見えてなくて、市民協働部長が言って

ました、「行政上の手続は問題がないから」

というのを聞いて、すごく行政とか全然無力

感を感じたんですよね。それで、市長もやめ

てしまったというのは、やはりそのときもそ

うだったんですけど、市長が独断でやろうと

思ったことに対しての裏づけがなかったもん

ですから、こういう議会側に出していただけ

れば、これが市長の背中を押すことになるの

ではないかと、私、そういうふうにちょっと

期待を持っております。

そこで、作手に行ったときの市長もそうい

うふうな方向にあるかと思うんですけど、同

じように地域の作手の方がほとんど、28行政

区のうち20行政区の方がそういうふうに思っ

ているのを、市長も受け取ってもらいたいと

いうことで、今回この議会に出したと思うん

ですけど。

説明側はあまりいい説明がなかったという

ことをちょっと聞いてますけど、当時の説明

の中には、先ほどの地域の反対があったらや

めるというようなことも聞かなかったと思う

んですけど、その説明会のときの捉え方はど

うだったんでしょうか、中部電力のときの当

時のことですけど、感じだけでいいんですけ
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ど。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 中部電力は、作手で、ま

ず菅守４区を対象に、７月に説明会を開催さ

れて、10月に作手全体で説明会を開催された

んですけれども、いずれのときも、「地域住

民の皆さんの合意が得られないまま強引に建

設に着手することはありません」ということ

は毎回おっしゃっています。

それで、ただ、10月の全体説明会のときに、

そこに出席した住民の方々の複数の人から、

「住民の合意というのは、地権者だけのこと

言ってんじゃないか」ということをおっしゃ

る方が何人かいらっしゃったんですね。私た

ちは、質問されてる方は当然地権者ではない

んですけれど、地権者だけを対象に住民とい

うような捉え方をされて、その人たちだけが

合意してくれればいいのかということになっ

ちゃうと、じゃあ私たちの意見というのはど

こで拾い上げてくれるんだということで、そ

のことにすごい不安を抱くし、どうやって私

たちのその反対するという意見を伝えていく

すべがなくなっちゃうじゃないかと。

そういうことで、中部電力に、「地域の住

民って一体誰を指しているのか」という質問

をされた。だけれども、それについて明確な

答えはなかった。それで、「だったら、地域

の住民とはどの範囲までの人をそちらは想定

しておっしゃるんですか」って言ったんです

けれども、その質問に対しても、被害がどの

範囲まで及ぶか今のところ分からないので、

どこまでが地域住民として自分たちがその射

程圏内というか、範囲として考えるのかとい

うことは、この段階では申し上げられません

というお答えでした。

それならば、じゃあ地域の皆さんの同意が

得られないままということであるなら、「地

域の皆さんの、例えば何％の人たちが反対し

たら、この建設事業は中止ということになる

のか」という質問もされたんですけど、やは

り、それについても何％ですということはお

答えはなくて、「とにかく今、まだ調査の段

階なので、調査をしてみないと建設をするか

しないかも分からないような段階で、そうい

った具体的な何％がということは申し上げら

れません」という、そういう回答でした。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 なるほど。そういうことは、

地域の人というのはどの地域ということも限

定されずに、説明会で、大半というとこ、市

議会もそうですけど、１票でも勝てば多数決

なんですよね。だけど、多くの方がといって、

そのことについての説明もなかったと、そう

いうふうに今の説明を聞いて思いました。

それで、市長も言ってるんですけど、業者

も、地域の人の理解なくしては進めないとは

言ってましたけど、進めないとは言っていま

すが、地域の人の理解が得られなければ中止

にするとは一切一度も言ってないように感じ

ますけど、進めないというのと、中止にする

というのは、やはりこれ似たような言い方な

んですけど、納得できないから議会からぜひ

とも出してほしいという、そういう趣旨だと

思うんですけど。

説明のときに、どのような調査をすればこ

の事業が中止になるかという説明は、説明会

のときにはなかったというわけですね。事業

を中止にする理由についての説明は、当時は

進める説明はあっても、やめる説明はなかっ

たというわけですかね、そこを伺います。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 やめる、きちっとした説

明ではないんですけれど、話のやり取りの中

で、例えばここの計画の想定区域が風が全く

吹かないんですとか、そういうようなことが

あれば当然建設するというわけにはいきませ

んというような話は、私は伺った記憶があり

ます。

ですけれど、具体的にこうであったらどう、

こうであったらどうっていうような中止、こ
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ういう場合は必ず中止になるとか、そういう

きちっとした説明というのは、なかったと思

います。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 私も親戚がちょうどいて、

今回のことを言ってて、意外に皆さん知らな

くて、「そんなんあるの」って聞いたんです

けど、その中で少し話をして、28のうち20の

区長も反対してるんですよと。そのうちの今

回20の区長の名前が出たもんですから、当然

僕はほとんど反対してるかなと思ったんです

が、まだ迷ってる、そういう区長が、該当す

る地域にもいて、表明がまだということなん

ですけど、ほとんどの方が反対してるという

ことを聞きながらも、きっと迷ってると思う

んですね。

ですから、迷った方も今後そういうふうな

方向に行くのではないかと思っていますが、

今現在では、その20の区長が強い、固い意志

を出しているというのは、それは当然この表

明してる中にあるんですが、どうしても残り

の区長の意思がこれからでないと分からない

から、これ採択したら、残りの区長たちの意

見はどうなのかというそういう話も出てくる

と思うんですね。

ただ、私は、全体を考えれば、やはり作手

の将来とか公益性を考えて、今後ともこの意

見が採択されるような方向に行きたいと私は

個人的に思ってます。

先ほど言ったように、まだ多くの方が知ら

れてない状態にあるもんですから、今回は議

会なんですが、今後ともその活動を進めてい

くということで、今回で終わりというわけで

はないということを認識していますけど、ど

うでしょうか、今後の活動についてもお伺い

します。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 作手が28区ある中で、一

番計画想定区域に近い菅守４地区というのが

ありまして、それについては、一昨日の一般

質問の中でも、カークランド委員の質問に対

して、もう１回質疑、お願いします。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 これが最後の質問なんです

けど、この請願見て、ああ、なるほどなとい

うことばっかりあったんですけど、そういう

こと、納得する点ばかりなんですが、残りの

行政区の区長については、今後も引き続いて

説明をよくして、納得していただく必要があ

ると思います。

風の噂ですと、親戚がいるもんですから、

３年たてば考えが、中止になるんじゃないか

とかそういう話もあったんですけど、そうい

う話が、３年たったほうがいいからといって

迷ってるんじゃないかと思うんですけど、事

業については、ほとんど反対だということで、

そういう認識でよろしいでしょうか。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 28地区の中で、この請願

内容にも請願の趣旨にも書いてあるとおり、

菅守４地区については、まだ判断を決めかね

ているということで、私たちのほうでも一本

化が進んでいないという書き方をしておりま

すし、一昨日の吉林市民協働部長の答弁の中

でも、「建設予定地に一番近い４地区の方々

が、まだ判断できない状況にあると伺ってい

ます」というような説明がありましたけれど、

この判断できないとか、一本化が進んでいな

いという、意見がまとまっていないというの

は、賛成か反対かを決めかねているというこ

とではないんですね。

そうではなくて、地区の方々にいろいろ話

を聞くと、「風車など建たないほうがいい」

と皆さんおっしゃるんですね。だから、住民

にとって、ほとんどの皆さんが私たちのゴー

ル、この風力発電事業のゴールというのは、

風力発電事業の中止ということを皆さん願っ

ているということがあります。

では、何が判断できないのかとか、どのよ

うな意見の一本化ができないのかと言います
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と、それは事業中止のゴールへ向けて、どの

タイミングで反対表明をしていくのか、ある

いは反対中止を訴えていくのかということを

決めかねているということなんです。

だから、事業を中止してほしいというゴー

ルというのは同じなんですけれども、そのゴ

ールにたどり着くまでの最短距離でゴールを

目指して、早く元どおりの平穏な生活を取り

戻したいという意見の人と、それから、この

４地区については、地域に地権者の方たちが

複数名在住しておりますので、その地権者の

中にも、「いや、そんな風車なんか建ったら

困るよ」といって、当初から反対している地

権者もいれば、そうばっかりじゃなくて、山

を貸して収入が得られるんだったらありがた

いなと、そういうふうに思う一方で、でもそ

うやって自分が貸してしまうことで風車が建

ってしまったらどうなるのかと、そういうこ

ともあって、実際自分はどうしようかという

ことを迷われている地権者の人がいるという

ことがあるんですね。

それで、そういう人たちに対して、最短距

離で、もうとにかく中止を訴えてガーッと行

くんじゃなくて、少し時期が遅れたり遠回り

したりということがあったとしても、決めか

ねている人たちに配慮をしたほうがいいんじ

ゃないかと。そういう意見があったもんです

から、最短距離を目指したい意見の人々が、

その意見を受けて今立ち止まっているという

ようなことが菅守４地区の現状です。

それで、残りの４地区については、ちょっ

とやっぱりいろいろ正副代表区長の方々が１

軒１軒、28区の区長さんのところを訪問した

りというのもすごくやっぱり大変で、御自身

の仕事とかがある中で、それで相手の都合が

いい時間をとかということを調整しつつ回っ

てくださっているんですが、なかなかこれも

大変時間がかかる大変な仕事で、区によって

はなかなかその区の人たちを集めて話を聴く

というのがなかなかできないので、ちょっと

私の一存で今ここで記名するというのはちょ

っと難しいですというようなことであった人

たちが４地区ということです。

なので、菅守４区以外の４地区については、

今後また時間をかけながらいろいろ話をした

り、理解を深めながら、全体としてどのよう

な形で意見をまとめていくかというのが課題

ではあるんですが、そういったところです。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありません

か。

丸山委員。

○丸山隆弘委員 ありがとうございます。

この請願の趣旨の中で、ちょっと確認をし

たいことがあります。森林の関係であります、

山の関係。

大量の森林伐採が災害の誘因になるおそれ

があると。明確に、ここ書かれてあるもんで

すから、いろいろ私も、その後、確認しまし

た。私、旧鳳来地区の出身の議員であります

けれども、ちょうど関係するこの計画エリア

の中の３点の中の１か所の部分でありますけ

れども、島田だとか、それから恩原、大輪、

この地域のところの方々の声を、この間ずっ

と聴いてまいりました。

それで、昨夜も、地域の代表の方、それか

ら、財産区の代表の方からも確認を取りまし

た。やはり、根底は反対です。こういうもの

はやっぱりつくってほしくないと。最初のう

ちは、これをつくることによって、森林の管

理、道路ができる可能性があるということで、

若干期待も持っておられたようであります。

しかし、実際いろいろこの間説明を聞いたり

して、どうも愛郷地域からは入れないという

結論がもう出てるんですね。それで、遠回り

をしないといかん。

それで、この間、私も６月の災害以降、あ

の地域ずっと、菅沼、また守義地域も見させ

てもらう中で、災害が起きやすい地域なんで

すよ。それで、昔から、私も役場におる時代

から、向こうのほうはよく知ってるんですけ
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れども、大災害が起きて、それで大きな堰堤

造ったりとか、防護策もやってきました。そ

れで、その中で６月の災害状況を見ますと、

やはり山の中が荒廃しちゃって、大変荒れて

いると。これ、地盤が弱い可能性が高いなと。

それで、鳳来地域の財産区がある場所とい

うのは、竜頭山の平地の部分がかなり占めて

いて、約60ヘクタール、60町、ものすごい広

いんですよ。それで、そこを管理する上で、

やはり地元の方々も高齢化しちゃって、何と

か助け船をというのが実際の話だったんです

けれども、その道路もできないという可能性

が見えてきた。

それからあと、新たな森林計画があって、

森林施業の対策をしようという、一方では国

レベルの動きもあるもんですからね、そちら

のほうに期待をしながら、地域の存続も考え

ながらというような声を昨夜しっかりとお聴

きしてまいりました。

ですから、この請願趣旨の中に書いてある

大量の森林伐採ということが、誘発されるお

それがあるということがうたってあるんです

が、具体的に、中部電力さんから提示された

森林の伐採区域というのは、どの程度想定さ

れておるのか。その辺も多分、もう分かって

ると思うんですね。どのぐらいの森林をこう

いうふうに切り開かないといかんのかと、そ

の辺も多分分かってると思うんですけども、

何か根拠らしきもの、ありましたら教えてい

ただきたいなと思うんです、まず。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 そういった具体的な情報

については、まだその計画想定区域というこ

とで、一くくりとして３地区を想定はしてい

るんですが、具体的にどこに何基建てるかと

いうことは、まだ調査の段階で、決まってい

ません。したがって、今の段階で説明できる

ことはありませんというのが、その複数回行

われた説明会での事業者の説明でした。

なので、私たちはこの辺じゃないかとか、

このぐらいじゃないかということを予想した

り、想像したりすることはできるんですが、

具体的にどうということが示されていないの

で分かっていません。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 私が接触してきたエリアの

方々、先ほど言った３区の方々ですけれども、

やはり高齢の方が多いです。これで、また、

例えば、ゴルフ場だとかいろんな開発課題が

あれば、やはりごそっと乗りたいぐらいの高

齢者の方々が多いんですよ。

しかし、今回、山のことになると、やはり

死活問題もあるし、これはすごく財産がかか

ってるもんですから、貴重な財産を大事にし

たい、先を見て、国のこういう新たな事業が

どうも起きるということもあるもんですから、

それを積極的にやっていきたいということで、

私も働きかけをしておりますけれども、そん

な森林施業の管理計画ができていけば、一番

いいと思うんですよ。

そうすれば、いい水ができて、いい環境が

できて、決して風の力に頼らなくても、もっ

といい地域ができるんじゃないかなというよ

うな、私たちの議会の活動としては私はそう

いうふうにやっておりますけども。

もう１点、確認したいことがあります。

中部電力やＮＴＴ、ＮＴＴは今回、関係な

いですけれども、道路端で仕事をやるんです

ね、あの方々というのは。山ん中の仕事とい

うのはそうそうないんですよ。道路端の仕事

があるんです。旧鳳来地区というのは、林業

がやっぱり盛んでありまして、林業家の方は

結構見えるんです、大きな林業家の方。大き

な林業家の方がおっしゃるには、やはり中部

電力やＮＴＴというのは、中に入って本当に

この地域のことを知らない状況で線を引っ張

られちゃうと。だから、森林の所有者にとっ

てはすごくマイナス面が多いんです。

今、だから愛知県のこういう森林の補助金

をいただいて、道路端を切ったりして、線を
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優先的に障がいがないような工事をやったり、

緑づくりの仕事をやったりしてるんですけど

も、そんな声があって、とにかく今一番求め

られているのが、山の境界、皆さんが持って

る山の境界、要するに、次の世代に渡すには

境が分からないともう渡せれないんですよ、

今そこまで来ちゃってるんです。

だから、そこを一番期待してるもんですか

ら、そこのほうへ早く目を向けていただいて、

やっぱり地元の議員はもちろんのこと、私た

ち新城市議会もそうやって森林環境をよくし

ていくと、これが一番だと思いますので、積

極的に早く働きかけしていきたいなとこんな

思いでありますけれども。

そういうようなお話というのは、なかなか

ないですかね。地域としては。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 私の家も、地権者の１人

であるんですが、ここ３年ぐらい前から、山

を持ってる人たちって、自分の持っている山

の周りのところが誰の山かとかということっ

てよく周知されてるんですね。

それで、今、３年ぐらい前から、山を持っ

ている人たちが、今おっしゃったとおり、自

分の山の境界線をきちっとしておこうという

ことが始まって、別の地権者の方が来ていた

だいて、今日うちの山とおたくの山のところ

の境界をはっきりさせたいということをした

いと思ってるんで、御都合はどうですかとい

う形で声かけに来てくださって、一緒に見て

回って、ここがこうで、地図を示した上でこ

こがここでああで、ここが境界線ですねとい

うことを双方で確認し合ったりとか、ここが

境界線ですねというのがはっきり分かるよう

に、昔は木を植えたりしたんですね。この木

が立ってるこことここが境界線ですよとか、

あとはその物すごい大きい石があったりして、

ここんところを起点に、こっちのこっちら辺

がお宅で、こっちが誰それさんとこで、こっ

ちがどこどこさんですよというような境界線

の確認というのは始まっていて、菅沼地区で

は、結構そういう活動は、もう始まって、や

っている方がいらっしゃるということは私は

認識しています。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 あともう１つ、ストレート

にお話させてもらうけど、昨夜確認を取らせ

てもらった地域、先ほどの３地域、それと財

産区のある代表の方からお聴きしたんだけれ

ども、１人でも反対しますと、共有財産とい

うのは、もう反対なんです。

それで、やはり作手地域につくるというよ

うな計画があるということで、一歩やはり気

を引き止めております。意思表示をするには

出しますよと。ただし、やはり、作手地域と

いうエリアの中で、今、こういう形で中部電

力が説明に入っちゃってるということで、な

かなかそこのところが、一歩踏み出せないと

ころでもあります。

ただ、代表して、私にお任せ願っていただ

いたもんですから、私は代表して、今、話を

させていただいておりますけれども、こうい

う課題というのは早く、早期に結論を出して

あげたほうが、地域のためにも中部電力のた

めにも、いろんな事業に対しても、よろしい

かと思います。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありません

か。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 ３点か４点、端的に聞きた

いと思うんですけど、28名の区長の中での

20名という連名のものということで理解をい

たしました。

そこで、今の議論で分かってはいるんです

けど、あとの残りの現場の菅守の４区長、ま

たその他の４区長、計８の区長等は今後の話

合いとか含めて、今後加わっていく、こうい

った請願書の願意に沿ったような可能性、そ

こに加わっていくという今後の見通し、話合
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いではあるというような認識でいいでしょう

か。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 菅守４区とプラス４区と

いうことなんですけれど、今、今年の10月の

半ばから署名活動を始めておりまして、まだ

今継続中なんですけれども、今回まだ反対の

意見を表明されてない地区とかも、今後、署

名活動を進めていきたいと思っています。

菅守４区については、まだ署名活動も始め

てない状況にあるので、そちらも、なるべく

早い時期にタイミングを見て、署名活動をす

ることで、皆さんの実際の個々人の御意見を

拾い上げていきたいと思ってますので、署名

活動を進める中で、これだけの人たちがその

地区の何％の人たちがこの事業に対してどう

いう意見をお持ちかというのが浮かび上がっ

てくると思いますから、それと合わせて、地

区の人たちとじゃあどう考えていくのかとい

うことをまとめていかれたらと思っています。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 分かりました。

非常に、私もこれ読ませていただいて、ま

た、作手の大半の区長の連名でこういう意見

を出されるということは、本当にすばらしい

ことだし、尊重すべきことだなと思って、今

回臨ませていただいてます。

私自身は、やっぱり、この今の現在の到達

点ですよね、この20名の連名のこの意見がこ

こで出ているというところでは、しっかり私

自身も理解して、尊重すべきものではないか

と思ってはおります

その中で、いろんなことで、８の区長が、

今のところは段階的には加われてないわけで

すけど、私も、単純化するという意味合いで

はないんですが、もしも反対は同じなんだけ

れども、その調査が、ちょっと聞くところに

よると３年後を見て反対を言うとか、そこで

いいんじゃないかというような考えもあると

お聞きするんですが、そういう考えがあるの

かというのが１点確認したいところと、あと

私自身としては、３年後にまた反対といって

も、中部電力もお金を出して調査を始めるわ

けですから、非常に大変というか、お互い、

反対だったら反対で早くすぱっと言ったほう

が、相手方の中部電力にも損にならないとい

うか、お金の件だけで言えば、労力だとか、

そういったものが発生しないわけですから、

そういったところで一致団結できるような形

で、作手地区としてまとまられたら非常にい

いかななんて個人的には思ってますが、その

２点、調査というのは何年ぐらいかかるもの

だとか、そういった損害とかいうところも含

めて、もし御意見あれば教えていただければ

と思います。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 調査の３年ということな

んですけれども、これは、一部の人たちが、

「３年待ってください」ということで、今の

段階では建設するか、あるいは建設しないか

ということも調査中なので分かりませんと。

なので３年ぐらいなんですけど、３年がいつ

というわけじゃないんですが、３年ぐらい待

っていただければ、本当に実際建設するのか

しないのかということが、ある程度明らかに

なってくるので、その結果を待ってから、そ

れで建てないということになればいいわけだ

し、そこで建つとなったときに反対するんだ

ったら反対すればいいんじゃないかというこ

とをおっしゃられているということなんです

が、これは、過去に、この話が持ち上がって

から区長をやってきた人たちは、その話を事

業者なりなんなりから聞いています。

しかし、その３年とかなんとかということ

を知っている菅守４区の人たちというのは、

物すごく少ないです。なぜかというと、いろ

んな市の会議であったり、区長たちが集まっ

て事業者の担当者の人と打合せをしたり、市

の担当者の人たちと話し合ったりという中で、

３年ぐらいという話は出たようなんですが、
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しかしそのことを各区に持ち帰って、区民の

人たちに周知するということはありませんで

した。

だから、うわさみたいなことで、３年らし

いよ、３年らしいよみたいなことは何となく

一部の中で広がってはいるんですが、それが

区の中で話し合われたことではないので、み

んな３年ということを知っているわけではな

いということがまず１つあります。ですので、

４地区以外の人で３年待ってくださいという

ことはほとんど知らないと思います。という

ことが１つあります。

それで、その待ってくださいというのも、

私たちは最初その調査に３年かかるのでとい

うのを区長をやっている人から聞いたときに、

何の調査があって、普通に考えると、地盤が

そういう大きなものを建てるのに向いたとこ

なのかとか、十分な風が吹くのかとか、そう

いうようなアセスメント的な調査のことを想

定して、それに３年ぐらいかかると言ってる

のかと思ってたんですが、実は今回の３年待

てという調査というのは、今、土地調査と書

いてあるんですが、その前は権利者調査とい

う表し方をして、さらに一番最初のときには、

用地交渉と書いてありました。

この３つというのは全部同じことを述べて

いるんですが、どういうわけか最初は用地交

渉と書いていたのが、次の説明会のチラシの

ときには権利者調査となっていて、一番直近

の配られる工程表には土地調査となってます。

どうして、こんな三度に分けて、そこの調査

の部分の名前を変えてきたのかなということ

を思うんですが、結局そのアセスメントの調

査ではなくて、どこの山を誰が持っていて、

誰がその自分が持っている山をその用地とし

て提供してくれるのかという土地の調査だと

いうことが分かってきたわけです。

それで、今、３か所想定区域があるんです

が、ここを所有している地権者の数というの

が物すごく多いです。いうと、設楽に係る北

側のエリアというのは、割と１人の人が大き

な山を持っているので、この北側については

それほど大勢の地権者がいるわけではないで

す。それから、先ほど丸山委員さんがおっし

ゃられた鳳来のほうの東側の想定区域内もそ

んなに物すごい大勢の地権者がいるわけでは

ありません。しかし、一番大きい菅沼に一番

近くて三河湖に隣接した西側のこの想定区域

というのは、地権者が40人以上とか50人近い

地権者があります。

これは、もともとここの山というのは、地

域で持っていた山を、すごい昔に細切れに区

分けして、分け山といって、住んでいる人た

ちに分け与えた山なんですね。それが相続さ

れたり、年数を経ることによって、相続する

人もいれば、これ要らないから手放しましょ

うという人もいて、手放したところをその隣

の所有者が買ったりというふうな形で、買っ

ていった人は大きな山を持つわけだし、そう

じゃないところは相続していくたんびに、最

初は持ってた人は１人なんだけど、その息子

さんとか娘さんとかお嫁さんとかが相続者に

なって、１か所の持ち主が３人の持ち主にな

ってたりとか、４人の持ち主になってたりと

かというようなところがあるので、物すごい

人数の人が地権者となってるわけです。

だから、これらを、どこに風車を建てるか

ということを予測を立てて、その人たちに交

渉するのって、相当時間がかかるだろうなと

いうのは、想像するに難しくないんですね。

だから、３年ぐらいということを言ってるん

だろうなというのが、いろいろ調べたり、地

権者の人たちの話を聞いたりする中で、現在

私たちが把握している内容はそういうことで

す。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 分かりました。ちょっと調

査といったので、風の調査とか、鹿が何頭と

かそんなようなイメージしてましたけど、実

はそういう土地調査とか地権者とか、権利者
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の調査も含まれてきてるというところで、ち

ょっとうんというね、ちょっとそこら辺も知

らされてないというところで、よく分かりま

した。ありがとうございます。

あと、最後に１点、２点なんですが、ちょ

っと細かいとこで申し訳ないんですが、請願

事項の２のところで、この連名を表明し、各

区長の連名書を新城市長より事業者へ提出す

ることと書いてあるもんですから、これが結

局、自分の考えでは、議会でこのものを審議

して、いい悪いというか、審議をしてどうい

うふうな結果を得れるかというとこがあると

思うもんですから、そこで議長宛てで終わる

というか、そこで二元代表制の議会としては

こう表明とするという形を思っておったもん

ですから、そこでさらに踏み込んで、ここ区

長から提出をという、事業者に提出とあるも

んですから、ここら辺のイメージというか、

どういう理解をすればいいのかなと思って、

御認識を教えていただければと思います。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 とても申し訳ないんです

けど、議員の皆さんは、言うとちゃんとした

というか確固たるお仕事としてこういった議

会とか、新城の市政について仕事をなさって

いるんですけれども、私たちはというと、完

全なボランティアで、本当に自分たちで身銭

を切って活動している素人集団なんですね。

それで、今回の請願を出すということに当

たっても、新城市議会のホームページで確認

したんですけれども、そこの記載事項として、

請願の趣旨と、それから提出年月日、それか

ら請願者の住所と署名または記名・押印、そ

れから表紙に紹介議員の署名または記名・押

印というこの４つの項目が書かれていて、さ

らに請願は付託された委員会で審査の後、本

会議で審議されますと、これだけしか書いて

ないわけですね。

だから、実際にもう私たちはその宛先とし

て、請願を出す場合には市長じゃなくて市議

会の議長宛てに出しなさいということが書い

てあったので、議長宛てに提出させてもらっ

てるんですけれども、その提出したものが、

どういう形で、どのような仕組みでというか

ルールでもって動いていくのかということは、

申し訳ないですが、私たちは知る由がないで

す。

なので、ここに書いた請願の内容で、どう

しても私たちの意図がちょっとぼやけちゃっ

て何言ってるのか分からないとか、何を請願

として申し立てているのか伝わらないとかと

いうことであるんなら、そこはやはり訂正す

るなりなんなりという手を加えないといけな

いと思うんですけれども、一応こちらの思い

が、この請願の趣旨あるいは項目でもって、

そちらのほうで理解できるというか受け止め、

分かりますよということであるんだったら、

それを請願として受け止めた後、議会なり、

新城市なりのほうがどのようにそれを私たち

の意思を酌んで動いてくれるかということだ

と思うんですね。

それは、申し訳ないけれども私たちの及ぶ

ところではないので、そこは議員さんなり新

城市にもうお願いするしかないというところ

なので、その辺りはぜひ御理解と御協力をお

願いしたいというところです。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 そういう意図だったら、理

解いたしました。

私自身、何かこっちで何かやるべき、この

判断の後にあれがあるのかなと思って理解を

いたしましたので、よく分かりました。

紹介議員もいらっしゃるので、そういった

ところも含めて、アドバイス等も含めて、こ

ちらも対応できたらなと思っております。

あと、最後は、これ僕の勘違いだけだった

ら全然いいんですけど、住民の方が本当に困

っている、汚水だとか、飲料水の懸念とか、

あと森林伐採の災害もあるし、あと自然災害

も、深層崩壊も含めてだと思いますが、そう
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いったこの問題、現場、本当に大変なところ

だなと思っております。

そういう中で、こういった問題等あったと

きに、自分、今所属、日本共産党なんですが、

そこで現地調査をしたいなとも思ってはいる

んですが、そういう中で、これは多分うそだ

と思うんですけど、レッテル貼りじゃないで

すけど、共産党と来たら赤になるだとか、過

激派が来たら困るとか、変に、調査だけなの

に、こういったところもブロックするような、

そういった雰囲気ではあってはならないとは

思います。絶対あってはならないんですけど、

そういったこの差別はないと思っていいのか

というところなんですが、これ区長会でのあ

れですので、区長がいたら、そこら辺の基本

中の基本の自由な署名活動だとか、そういっ

た調査活動を、私たちは自由にやりたいもん

ですから、万が一そういったことないと思い

ますが、そういったレッテル貼りとかそうい

ったことはない、共通の誰しもが問題という

ことで捉えていいですかということなんです

が、どうでしょうか。

○鈴木長良委員長 齋藤参考人。

○齋藤紀美参考人 浅尾議員がおっしゃると

おり、そういう世の中になってほしいと切に

願っております。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありますか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

以上で、参考人に対する質疑は終了しまし

た。

引き続き、紹介議員に対する質疑に入りま

す。

質疑はありますか。

山田委員。

○山田辰也委員 私が市議会議員の立場だっ

たら、地元に関わる利益を選ぶべきか、それ

とも全体の利益を選ぶかという立場があると

思うんです。

地元で実は40年前に中部電力が新三河変電

所をつくるときに、私たち地元は、莫大なお

金をもらってるんですよね。ですから、地元

としてはお金が落ちてくるから、じゃあ反対

するかって、反対しなかったです。周りはど

うだというと、影響を受けたところにも、中

部電力は公民館を建てたんです。大体これが

１億円ぐらい。

ですから、そういうことを考えて、市長が

ひょっとして総合的な利益のほうを選ぶか、

地元の作手の区民たちの利益を選ぶかという

ところで、はっきりした見解を出していなか

ったんじゃないかと思うんですけど、地元の

議員としては、当然全体の利益より地元の健

康と生命を守ると感じていますけど、その辺

の認識はどうでしょうか。

○鈴木長良委員長 佐宗議員。

○佐宗龍俊紹介議員 基本的に、今回の事業

に関しまして、当初は、やっぱりまずは地元

の方の意見をしっかり聴くということで自分

がどうだという意思表明はしてきませんでし

た。

ここまで、ずっと皆さんのお話を聴く中で、

先ほど賛成の意見は全くないというようなお

話ありましたけど、基本的には聞かないと、

賛成の方の「僕は賛成するよ」という意見は

聞きません。だからといって、賛成の人がい

ないとは断定はできないので、全然聞かない

けど、もしかしたら言えないけどいるかもし

れない。

それから、先ほどもお話ありましたように、

まだ賛成も反対も決められないというか決め

かねているという方も大勢いるんだなという

ような印象でいますけれども、やっぱり、言

う人は反対の方がやはり多いので、私が今肌

感覚で感じているのは、やはり地域としては

反対だと。私自身も反対というか地域の方が

これだけ反対の意見を言っているので、反対

をしていきたい。

だけど、先ほど言われたように、私の立場

として、やはり北部の４区長が、前の区長さ
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んなのかもしれませんけど、とりあえず調査

はやぶさかではないということで認めて、だ

からこそ、今、反対かもしれないけれども、

反対賛成の意見は言えないというそのお立場

もよく分かるもんですから、基本的には調査

が終わったときに、皆さんの反対意見をぶつ

けて、中止というよりも事業化をさせないと

いうのが、今のところ私の考え方というか、

とにかく地域の皆さんの意見を優先するとい

うのは、それは間違いないです。

○鈴木長良委員長 齊藤議員。

○齊藤竜也紹介議員 そうですね、地域の

方々の多くが反対しているのに、じゃあ建て

ましょうだということには基本的には当然な

らないです。難しいとこなんですが、例えば、

この請願が真逆だったとしたら、要は賛成の

区長がめちゃくちゃ印を押してるとしたら、

心の中では相当もやもやするだろうけどした

がうしかないかなと思いますし、今、私の個

人的な思いとしては、ちゃんと反対してる

方々が多いという状況ができ上がってるので、

我々としてはそっちのほうに進むのはやりや

すいかなと、僕は思ってます。

ただ、今、佐宗議員が言ったように、いろ

んな、多分地元の方々の関係性だったりとか、

人間関係だったりとかも踏まえて迷われてる

方とか、あとはもう断固として「まだ判断し

ない」と言い切ってる方もいますし、賛成の

方の声を僕も当然聞いたことないですけれど、

いるかもしれませんよね、それは。それは分

かりませんけど、大多数が今のところこうい

う状況になってるんだろうなということで、

今回、紹介議員として名前を出させてもらい

ましたし、請願事項としては、当然地域の

方々の意見を参考にしてくださいということ

を強く言ってますので、そこの部分がしっか

りぶれなければ、今後も進めていきやすいの

かなとは思っております。

○鈴木長良委員長 山田委員。

○山田辰也委員 うちの親戚の中では、どう

せ調査をすればこの事業は中止になるから、

調査をさせておけばいいし、反対するのは、

今する必要がないとかそうやって言われて迷

ってるという人もいるそうなんですね。

ですから、先ほど言ったように、理解でき

ずに何となくという組も多いんですが、どち

らがいい悪いというのは議員の立場で言えな

いというところも理解できるんですが、やは

り、市長も、「この風力発電について大半の

方が反対したら、私も反対すると言ってまし

たよね」って言ったら、「私、そんな言った

覚えがない」と市長も言ったように、大人の

都合で考えが変わるのかなという、ほかの人

の意見があったんですけど。

やはり、この辺は議員がしっかり作手の区

民の方の意見を聴取して判断していただきた

いと思いますけど、やはり、その辺をはっき

りは言えない立場があるんでしょうか。

○鈴木長良委員長 佐宗議員。

○佐宗龍俊紹介議員 特に、はっきりするし

ないとかではなくて、やはり、地域がどれだ

け、例えば反対なり賛成なりできちんと固ま

っていくかということだと思うんですね。

だから、本当に今、菅守の４区の区長たち

はとても厳しい環境というか、自分の前の区

長が、調査を認めたという中で、それを尊重

してなかなか今の区長の立場で意見が述べら

れない状況の中でおられるという、そういう

立場もやっぱり十分に理解をしてあげなけれ

ばならないと思いますので、そういうのも含

めて、地域の方の意見が、しっかりと出せる

ようになるようになるべく早く進めていきた

いとは思いますけれども。

要は、そういう形で別に曖昧にしてるだと

か言えないとかというか、中途半端にフラフ

ラしとるということではありませんので、そ

のあたりは御理解いただきたいと思います。

○鈴木長良委員長 齊藤議員。

○齊藤竜也紹介議員 先ほどから、齋藤参考

人からの説明、今あったように、ゴールはあ
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る程度定まっているんですけれど、そのやり

方に関しては、いろんな考え方を持ってる方

がいるようです、どうやら。なので、もしか

したら、判こを押さない方もいるかもしれま

せん。しっかりとそこまで細かいところを話

してくれない方もいらっしゃいますので、そ

のあたりはちょっと難しいところあると思う

んですけれど、基本的には、今、作手の多く

の方々がこういった事業をやってほしくない

と思ってる方が多いよというところを認識し

てもらうというのが請願内容ですので、そこ

を皆さん考えていただけたらいいのかなとは

思います。

私も、自分がこれからやっていくこととい

うのは、やっぱりこれ今までもちょっと議員

側がどっちかに誘導するというのはちょっと

難しいかなと思ってたんですけれど、ある程

度はこうやってまとまってくるんでしたら、

それをまとめるという作業に入っていきたい

のかと思います。

先ほど、丸山委員がおっしゃったみたいに、

シンプルで分かりやすいゴールというものが

作手の中で設定できるのであれば、それが一

番皆さんに負担をかけないのかなとは思いま

すので、うまく段取りできたらいいかなと思

ってます。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 分かりました。よく理解で

きましたけれども、要するに、だけど、風力

発電そのものについて、やっぱりそこんとこ

を、私も議員でこうやってやってるもんです

から、勉強しております。

だから、風力発電が、そこに住んでる人た

ちにどういう影響を与えるのかという、もう

一番肝心だと思うんですよ、それが。白か黒

かで地域がまとまったから、それじゃ嫌なも

のを入れちゃうのか。大変な将来に向かって、

大きな影響を与えるようなことがあるもんで

すから、そこが議員のまた務めではないかな

と思って、今まで長い間いろんなことがあり

ました、私の地域にもね。ごみをほかられて

産業廃棄物が来ないかとか、当時ですから農

薬をたっぷりのゴルフ場ができたりとか、そ

んなこともあったんですよ。

だけど、みんな拒否をしてきました。その

リーダーになるのがやはり私たち議員でもあ

ると思うし、リーダーというのは、先ほど佐

宗議員がおっしゃったように、白黒もまとめ

てしっかりと受け止めるという、そういう頭

に立つのが責任者だと思います。地域のリー

ダーだと思いますので、請願に代表でついて

おられる佐宗議員も齊藤議員も地元の方とい

うこと、それから、カークランド議員もそう

やってついていただいたということもあるも

んですから、多分そこのところは共通してる

と思うんですけども、そうでしょ。私が言っ

たことを多分共通してると思うんですが、そ

こで確認したい。

議員の務めでありませんか。

○鈴木長良委員長 佐宗議員。

○佐宗龍俊紹介議員 地元の議員として、要

するに地元の皆さんの意見をしっかりと取り

まとめて、それをしっかりと推進していくと

いうことは当然だと思いますし、本当に風力

に関して、絶対にこれは建てないほうがいい

んだという判断ができれば、それに対して先

頭に立って反対をしていくという姿勢を取る

ということは当然だと思います。

○鈴木長良委員長 齊藤議員。

○齊藤竜也紹介議員 その議員の務めという

考えに関しては、丸山委員と全く同じという

ことではないとは思いますけれど、自分が求

められるものと、もしかしたらほかの議員が

求められるものは違うかもしれません。そこ

は、ちょっとここの議論とは少し変わるのか

なとは思ってるんですけれど。

ただ、こういった地域全体の問題というも

のに関しては、いろんな角度から見る必要が

あるかなと思いますし、その中でやれること

をしっかりとやっていくということが一番重
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要なのかなと思ってます。

例えば、さっき言われたような風力発電の

危険性だったりとか、そういったものに対す

る勉強だったりとか、知識だったりというこ

とも、これも差異があっていいと思ってます。

重要なのは、それがいいものなのか、悪い

ものなのかということであって、それのチャ

ネルが人それぞれ違うと思いますので、そこ

に対して理解を進めるということのほうが重

要かなと思ってます。

なので、しっかりとそこの辺りは学びなが

ら進めていきたいなと思ってます。

〔不規則発言あり〕

○鈴木長良委員長 今泉委員。

○今泉吉孝委員 今、地元の議員さんに聞か

れたんで、紹介議員のカークランドさんのほ

うは。

〔不規則発言あり〕

○鈴木長良委員長 最後に、カークランド議

員。

○カークランド陽子紹介議員 私も紹介議員

として、当然、もちろんこういった紹介議員

になる前に、自分でもしっかり勉強して、視

察も現地も行きまして、いろんな現地の方の

声も聞きまして、自分なりに結論というか、

風力発電がいいのか悪いのかという判断を出

した上で、地元の人の声を聴いたら、地元の

多くの方もそういう御意見だということで、

当然紹介議員にならせていただいてます。

以上です。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 紹介議員のほうに、１、２

点ではありますけど、お聞きします。

今、28人の区長中20人の連名の請願書を出

されてるということで、カークランド議員、

齊藤議員、佐宗議員が紹介議員になってとい

うことで、もちろん賛成の立場で紹介議員に

なったという、基本中の基本ですけど、そう

であると思っております。ここには、反対意

見を表明すると書かれておりますので、そう

いう立場で推進をここでしている紹介議員と

いうことでいいんだろうと思っています。

また、今後、やはり８の区長がまだ署名し

ていないということで、私、これはもう本当

に万が一の話ですので、ない話だとは思いま

すが、これでそれら賛成に回るだとかそうい

ったことになった場合、非常に、作手全体が

分断されるような事態にならないのかなとい

うすごく非常に心配はされるんです、自分の

中で。

でも、全体的にはこの20名の区長さんの連

名ではこの反対を表明していると今回出され

てるもんですから、紹介議員の方３人は、と

にかく、請願書は18人議員含めて賛成してほ

しいと。分断しないようにも含めてですけど、

賛成してほしいという決意、思いでの立場で

理解をしていいですか、伺います。

○鈴木長良委員長 佐宗議員。

○佐宗龍俊紹介議員 当然、この請願内容、

特に１番は、誰でもこうしてほしいという願

いだという内容だと思ってます。要するに、

約束は守れよと。約束を守らずに、地元住民

の合意が得られないまま事業を進めるのはな

らんぞという、本当にこれは議会の皆さんに

も、議員の皆さんにもしっかりと認識をして

いただいて、市長にも認識をしていただいて、

なおかつ市長からそれを事業者に念押しをす

るということでありますので、もちろんだか

らこそ紹介議員になったという部分がござい

ます。

それから、２番のほうも、今28区のうちの

28全員ではないんですが、これは代表区長と

もお話をしたときにおっしゃっておられた話

なんですが、要するに今はまだちょっと時間

もなかったし、区長会の中でしっかりとした

まだ議論がなされてないんだけれども、今後、

時間をかけて区長会の中でもしっかりと議論

をして、それから、各それぞれの区長にもそ

れぞれの区の中でしっかりとお話合いをされ

てた中で、きちんと合意ができた段階で、ま
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た正式に作手地区として反対を表明する請願

書が出せるようにしていこうかなというよう

なお話もありましたので、そういう形でもし

進んでいければ、今度はもっと強い地域の意

思表明という形でできるのかなと思っており

ます。

○鈴木長良委員長 齊藤議員。

○齊藤竜也紹介議員 今回の請願には、もち

ろん同意をしているわけですから、紹介議員

になってます。さっき怒られちゃいましたけ

れど。

ただ、そこの中で、地域の方々の意見とい

うものには、浅尾委員の質問の中であったよ

うに、例えば、賛成の方が出てきたらとかい

うことになってしまったときのためにも、こ

の今回の請願が必要であると強く思ってます。

例えば、今、浅尾委員からあった質問みた

いに、今、書かれてない方が賛成に回ったと

きに、でもこの請願があればそれを言えるわ

けですよね、いやそこの地域だけじゃなくて、

全体の意見を聞いてくださいよということを

強く言えるので、そのための請願だと僕は思

ってます。

なので、そこがなければなかなか賛同がで

きないのかなと思ってましたけれど、しっか

りそこは強く出されてるので、それこそが今

回の請願で皆さんにも御審議いただきたい点

ですし、地域の方々の声を聴きましょうとい

う約束を守りましょうというところの、その

まま後押しという形で参考資料等も見ていた

だければいいかなと思います。

〔不規則発言あり〕

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 思いとしては、生ぬるい趣

旨採択とか、そういったものを求めてないと

いう立場で、反対のこの請願を、18人全員が

やってほしいというところで出したという理

解をいたしました。

あと、これもあれですけど、自分の勘違い

だったらいいんですが、今、署名も始まって

いるということで、自由な署名だとか、僕が、

日本共産党が行ったら、もうそこで赤が来た

とかね、そんな署名やめろだとか、そんなこ

とをいうということはないと思いますが、そ

れでいいですね。

例えば、日本共産党の僕が現場確認したい

といっても、全然自由にそれは活動として受

け入れられて、忖度のない自由な活動ができ

るという理解でいいでしょうか、伺います。

○鈴木長良委員長 佐宗議員。

○佐宗龍俊紹介議員 もちろん、ここにおる

メンバーは間違いなくそう思っておりますが、

個人の考え方もありますので、はっきり言っ

て、私なんかは自民党だからあいつは賛成派

だって言われたりもしますので、それは人そ

れぞれもしかしたらそういう方がみえるかも

しれませんが、我々はそういうことはしませ

んし、そうでない人が大半だろうと思ってお

りますが。

もしかしたら、中には、私もそういう形で

共産党ではなくて自民党としてバッシングを

受けておりますので、ないとは言えませんが、

恐らく大丈夫だろうと。もし、その場に私も

立ち会ったら、いやそんなことはないぞとい

うことは言わせていただきたいと思います。

○鈴木長良委員長 ほかによろしいですか。

それでは、以上で質疑を終了します。

本日は誠にありがとうございました。お疲

れさまでした。

しばらくの間、休憩をします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

休 憩 午後５時37分

再 開 午後５時48分

○鈴木長良委員長 それでは、休憩前に引き

続き、委員会を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

これより討論を行います。

討論はありませんか。
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山田委員。

○山田辰也委員 私は（仮称）新城・設楽風

力発電事業に関する住民意見と事業者への請

願書について、採択の立場で討論いたします。

風力発電事業は国策として進んでおります

が、発電量全体のたった５％以下しかありま

せん。国策の名の下に、自然破壊や住民の健

康被害は計り知れないと私は考えております。

議会は、自然や区民の生命、財産を守るべ

きであり、100億円とも200億円とも言われる

莫大な利益を生む発電所建設に対する市民へ

の優位性はないと思います。作手の地区の区

民を苦しめて果たしてよいのでしょうか。

利益を取るべきではないと私は考え、この

市民の健康と財産を守る採択にしたいと思い

ます。

今回は、請願の中には名前を連ねていない

区長や地域に対する配慮があったことも、私

は認め、これを採択としていきたいと思いま

す。

以上です。

○鈴木長良委員長 ほかに討論はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより採決します。

本請願を採択することに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本請願は採択すべきものと決定し

ました。

それでは、次の審査に入るまで暫時休憩し

ます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

休 憩 午後５時50分

再 開 午後５時52分

○鈴木長良委員長 それでは、休憩前に引き

続き、会議を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

請願者、杉山生産組合から提出をされまし

た学校給食への有機・無農薬・無化学肥料米

の導入を求める請願を議題とします。

本日は、参考人として、杉山生産組合組合

長、白井倫啓さん、補助人として、今泉信一

さん、大川彦保さんの出席を得ております。

また、説明のための紹介議員として、山田

辰也議員、カークランド陽子議員の出席も得

ておりますので御報告いたします。

この際、委員長から一言御挨拶をさせてい

ただきます。

本日は、お忙しい中にもかかわらず厚生文

教委員会請願審査のために御出席いただきま

して、大変ありがとうございます。

また、大変時間が遅くなりましたことを心

よりおわび申し上げます。

委員会を代表いたしまして、どうか忌憚の

ない御意見をお述べいただきますようよろし

くお願いを申し上げます。

早速でございますが、議事の順序について

申し上げます。

初めに、参考人からの請願に関しまして御

説明や御意見を述べていただき、その後、委

員からの質疑にお答えいただくようお願いい

たしたいと思います。

それでは、白井倫啓さん、よろしくお願い

いたします。

○白井倫啓参考人 杉山生産組合の白井と申

します。今日は役員６名のうち３人でお邪魔

しております。

説明の時間を取っていただきまして、まず

感謝をいたします。ありがとうございます。

杉山生産組合というのは、現在組合員が

65名です。そのうち、自分で耕作している人

の割合が約60％ぐらいです。多くの人たちは、

自分ではもうあと数年後にはできなくなるん

ではないかというような心配の中で農業を続

けているという状況です。
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杉山生産組合を何とか維持したい、杉山の

農地を何とか守りたいという議論を、ここ何

年か進めてきております。集落戦略、集落営

農をどうしていくのかという議論を続けてい

く中でも、農業に付加価値をつけないとこの

ままでは何ともならないという声は出るんで

すが、それでは何をしたらいいのか分からな

いということで、今回の請願に至りました。

請願書を御覧いただきたいと思いますが、

請願書はお読みだと思いますので、補足をさ

せていただきながら説明をさせていただきま

す。

請願書の２段目辺りまでは、杉山生産組合

として、今年１年間、どのような議論をして

きたのか、どのような思いで議論したのかと

いうことを書いてあります。

先ほど説明しましたように、農業者は高齢

化で、自分の田畑をいつまで維持できるか分

からないという深刻な状態、杉山でも起きて

います。新城市全域同じような状況になって

いると思います。農業を新しい段階に進めて

いくという時期になっているということにな

っているんですが、困難な中どうしていこう

かということで、生産組合、杉山には、環境

を守る会という組織もあります。中山間地の

組織もありますが、それらの役員の人たちに

寄っていただいて、これからの杉山の農業を

どうしていくかということを今年１年、考え

てきました。

付加価値をどのようにつけるかということ

で、１つの方向として、無農薬・無化学肥料

米、有機米、これに挑戦していこうではない

かということで、11月12日には生産組合の総

会も行いまして、何とか杉山の農地を次の世

代に渡していけるような挑戦をしていこうじ

ゃないかということを決めました。今年１年、

その方向で学校給食課、農業課とも相談して

きました。その内容も含めて、総会で方向を

決めたということになります。

次の段にいきますと、世の中がオーガニッ

ク、有機というものの流れが出てきていると

いうのも、１つ杉山の方向を決めたきっかけ

ということになります。

例えば、2021年12月25日の中日新聞の社説

になりますが、有機給食の普及、一石四鳥の

効果ありというようなことが出されています。

なぜ、有機給食が普及してきているのかとい

うことが最初に書かれていますが、農薬がも

たらす健康不安を背景に、有機食材を取り入

れた有機給食を導入する自治体がじわじわと

増えている。私たちの体は全て食べ物からで

きている。だから、子どもたちによいものを

食べさせたい、そういう思いから、多くの子

育て世代の若い方たちから、後押しされて進

んできているということです。

この中には、有機給食の果たす役割という

のが、子どもたちの健康以外にもこういうよ

うな点もあるということで、最後のほうに書

かれていますが、給食という大口で継続的な

需要が地元にあれば、収入も安定し、生産者

も安心して農薬を使う一般的な栽培から切り

替えやすい。新規就農者を呼び込んで、耕作

放棄地対策にも結びつく。37％台まで落ち込

んだ食料自給率の向上にも関与できる。さら

に、地産地消が進めば運搬費用を減らせる上

に、輸送の際に排出される二酸化炭素を削減

でき、温暖化対策にも貢献できる。

今回、請願した内容が最後に締めくくられ

ていると思います。自治体がその気になれば、

有機給食を起点に、食と農と環境の好循環を

生み出させるということだと。まさに杉山生

産組合の皆さんで、議論し、１つの方向を示

したのはこの内容になります。

具体的に、千葉県いすみ市では、学校給食

への公共調達によって、有機農業というもの

が進み始めています。有機米はわずか４年間

で100％ということを実現しておりますし、

いすみ市の担当課では、さらに公共調達をベ

ースに、有機米から有機野菜に広げようと、

新しい農業をつくっていくという取組が進ん
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でいます。まさに新城市杉山生産組合はその

方向で挑戦ができたらということを考えてい

ます。

次の段になりますと、有機農業の広がりと

いう点で、有機農業の広がりは国においても

顕著になっています。みどりの食料システム

戦略という冊子もありますが、国においても、

全世界的な環境問題を起点に、2050年度まで

に有機農場の圃場面積を25％に上げるという

壮大ともいえる計画をもって、かなりいろん

な政策を地方におろそうとしています。

その流れを受けて、農協なんですが、茨城

県のＪＡ常陸農協の組合長がこのようなこと

も言っております。ＴＰＰ参加など、農業を

取り巻く環境変化に対して生き残るすべを模

索していたこと、そのタイミングでの県知事

による有機農業推進方針などを背景に、有機

農業こそが、農業が生き残る道と確信したと

言われるように、やはり公共、行政がバック

アップして、有機農業をスタートさせ、充実

させ、農家を支えていくという方向は今の時

代に合致してるんではないかなと思います。

その有機農業の流れを、この新城でもいち

早く取り入れていく、愛知県の中でも、先進

的な農業地域にしていくということを進めて

いくことができれば、新しい農業の姿が新城

市に生まれるんではないかと期待しています。

ただ、簡単に有機農業といいましても、栽

培技術もありません。実績もありません。作

ってちゃんと売れるのか、ちゃんと買ってく

れるのかというようなことを、それを心配し

ております。

私たちの、杉山生産組合として、自分たち

がまずできること、そこを今回、学校給食に、

無農薬、無化学肥料、有機米というものを使

うという方向を示していただければ、新城市

の農業の先陣を切って新しい農業に挑戦して

いきたいと考えています。

もし、学校給食に有機米を使うということ

の方向が示されたとしても、恐らく、いすみ

市が100％の有機米の使用ができた、完成し

たというか、４年間で実現しましたが、新城

においても４年や５年やかなりの年月がかか

ると思っています。

杉山生産組合が実績をつくることができれ

ば、結果を出すことができれば、恐らく、周

りの農業者に大きなきっかけを与えることが

できると思っています。杉山生産組合が、果

たしてそれだけの成果を出せるか分かりませ

んが、生産組合の総意として、まずは挑戦し

ていきたい。行政のバックアップをいただき

ながら、栽培技術を杉山生産組合が蓄積し、

周りの農業者に伝え、新城農業全体を新しい

ステップに移行させていきたいという、そん

な思いで、今回、有機米の学校給食への導入

というものを請願したということです。

ぜひ、議会としても、杉山生産組合の取組

から新城農業が広がっていくようなバックア

ップをお願いしたいということになります。

よろしくお願いいたします。

○鈴木長良委員長 ありがとうございました。

以上で、参考人からの説明、意見が終わり

ました。

次に、参考人に対する質疑に入ります。

なお、念のために申し上げますが、参考人

は、委員長の許可を得てから発言ください。

また、委員に対しては質疑をすることができ

ませんので御了承願います。

それでは、質疑はありませんか。

柴田委員。

○柴田賢治郎委員 まずもって、今日お時間

ありがとうございます。

杉山生産組合ということで、その参加人数、

そして、有機に対して実績がということをお

っしゃってましたが、60％の中で、実際の量

的なものはどれぐらいの量を今生産できてる

のか、確認させてください。

○鈴木長良委員長 白井参考人。

○白井倫啓参考人 現時点では、杉山生産組

合として、有機米作りというものがどういう
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ものなのか、実績をほとんど持っていません。

実際に、有機米を作っているのは、組合長で

ある私自身になります。結果を示さなければ、

農家の人たちも安心して栽培に参加すること

ができないという現実があります。

それは、いすみ市でも同じことで、いすみ

市は行政が先頭に立って栽培技術を含めて、

当然、学校給食に供給するということで、売

り先を行政がしっかりつくりました。農家の

人に安心を持ってもらい、挑戦するというこ

とができました。

杉山生産組合としても、まず一歩を踏み出

したという段階です。これから、実際に実績

をつくりたい。栽培してみて、ちゃんとお米

ができる。ある程度の俵数が収穫できる。そ

れを学校給食に使ってもらえた。１俵、いす

み市で言えば２万３千円になりますが、２万

円を超える値段で買ってもらえた。この実績

をまず数年のうちにはつくりたい。その安心

感のもとに、生産組合として、毎年毎年、組

合の役員は変わりますが、当面は、総会で確

認されましたけれども、私自身が、オーガニ

ックプロジェクトの担当になるということを

了解してもらいましたので、ある程度方向が

出るまでは、行政と連携して取り組んでいき

たいと考えています。

○鈴木長良委員長 柴田委員。

○柴田賢治郎委員 生産組合の白井さんとい

うことで、議員としての先輩にも当たるとい

うことだと思っております。その先輩にちょ

っと質疑すること自体は恥ずかしいところも

あるんですけど。

今の新城市の小中の児童数、実際、給食と

なったときに、その総量、職員と児童数の食

事の回数ですね、そして、そこに納入するだ

けの量というので、どれほどと見込んでおら

れるのか。そして、それに対して生産の計画

をどのように立てれるのか、確認させてくだ

さい。

○鈴木長良委員長 白井参考人。

○白井倫啓参考人 先ほど説明させていただ

いたんですが、今から挑戦していきます。当

面は有志を募っていきます。杉山の中で、有

機農業、有機米を作ってもらえる人を募りな

がら増やしていきますが、食数で言えば

400俵か500俵はあるだろうと考えています。

千葉県いすみ市でも４年間かかりましたが、

400俵を超える量を有機米で到達しました、

実現しました。これは行政のバックアップ、

要は行政のやる気、子どもたちへの学校給食

をどのように豊かなものにするかというやる

気、農業者の子どもたちへの食の安全という

ものをつくりたいというやる気、このやる気

をしっかりつくっていきたい。そのためには、

行政のしっかりしたバックアップ、議会のし

っかりしたバックアップ、付加価値のついた

お米としての付加価値のついた金額での買上

げ、こういうものがあれば、400俵、500俵は

恐らく簡単にできると思います。

ただ、逆に、400俵、500俵はすぐできるよ

うになってくる可能性があります。千葉県い

すみ市でも、４年のうちに400俵を超えるよ

うなお米ができてしまったんです。要は、学

校給食に納める量では、すぐに、農家の人た

ちの収穫量を超えちゃうんですね。その後の

ブランド化がますます重要になってきます。

今回の請願にもありましたけども、学校給

食100％実現の前に、ブランド化の取組がも

う欠かせないと考えています。杉山生産組合、

杉山の農地、これをどのように生かしていく

か。有機・無農薬だけでは、全国発信できな

い。やはりブランドをどうつくるか。これも

杉山生産組合の中で、併せて考えていく必要

があります。

１つ出てるのは、杉山の水系全部を無農薬

ということにできれば、蛍が舞う杉山の農村

風景をつくり上げるとか、山と農地がつなが

った安心・安全な蛍米みたいな形で、地域一

体となった取組にしていければ、山を守り、

川を守り、農地を守る。そして、蛍が舞い、
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当然、街灯ないんで、夏空、冬空、これが見

える。そんないろんなブランドを４年、５年、

10年かけてつくっていくという、これも併せ

て考えていくことができれば、学校給食

100％供給、さらに、それ以上のものは外部

に発信していく。外部に売り上げていくとい

うようなことも見据えていかないと、新城市

農業を支え切れないと思ってます。そこまで

の取組をやっていかないと、杉山農業はもう

守れないというところまできています。

現在、先ほど説明しましたように60％ぐら

いが何とか自分の田んぼ、畑、守っています

が、これから若い人たちに委託していくとい

う場面がどんどん出てきます。そのときに、

委託されたい、自分はこの地域の田んぼを委

託してでも守っていきたいという若者をつく

るためには、農業で生きていける価格保障が

しっかりできる地域をつくっていかなければ

ならないと思っていますので、学校給食の数

量とか、これからどのくらいかかるとか、そ

んなのは心配してません。

これからやるということで、行政と議会、

農家、これが本気で取り組んでいくというス

クラムさえ組めれば、恐らく可能だと思って

います。その一歩を、まず、杉山は今年１年

で踏み出したということです。二歩、三歩と

踏み出していきたいので、ぜひ議会のバック

アップをお願いしたいというのが、今回の請

願の趣旨にもなります。

○鈴木長良委員長 柴田委員。

○柴田賢治郎委員 私も新城市内で、地域の、

ある意味ブランド米を作って、個々に売られ

てる方というのも知っておるつもりでおりま

す。例えば、八雲だんごに売ってみたり、横

浜ゴムの方に手伝ってもらったり、そういう

ところで個々の商売として達成してるとこが

あるかと思います。

杉山の意思として、有機米という１つ作る

に当たっての苦労があるお米を作られる、そ

の方向性を持ったことはすばらしいと思いま

すし、その中で、それに見合う価格を世間に

ＰＲして、持続できる農業を確立していくと

いう方向性も私はすばらしいと思います。

ただ、それであるならば、その生産量が合

うだけの参加者ができる価格をどれほどだと

想定されているのか、その辺を確認させてく

ださい。

○鈴木長良委員長 白井参考人。

○白井倫啓参考人 今、自分としても、有機

米を作り売っていますが、販売価格はキロ

600円ぐらいです、手元に残るのは２万数千

円なんですが。少なくとも、２万円を超える、

千葉県いすみ市では２万３千円で、いすみ市

は農協が仲介に立ってます。農協が農家に２

万３千円を払うというような形で進んでいま

すが、少なくとも２万円を超えるお米を、行

政からまずは買い上げるという方式からスタ

ートしていただきたいと思っています。

将来的には、有機米というのは、そこに付

加価値がさらについていけば、それを求める

消費者の方たちも必ずいると思いますので、

農家の人たちが、喜んで米作りに進んでいけ

るような価格をつくっていきたいと思います。

そのためには、壮大な取組になるんじゃない

かなということは思いながら、それでも何も

やらなければ、恐らく杉山地域、あの栽培に

有利な杉山地域であっても、耕作放棄地が増

えていくんじゃないかという心配するぐらい

ですから、新城全域見れば、恐らくもっと大

変な状況になります。

今、手を打たなければ、国も有機農業に進

んでいこうという、いろんな施策を考えて、

地方に下ろしてきています。今それを受ける

チャンスが来ている。それをいち早く新城市

の農業に落としていくということが必要じゃ

ないかと思っています。

それを誰がやるんだということに当然なり

ますので、その誰がというところに杉山生産

組合が、１組織として参加していきたいとい

うことです。当然、杉山生産組合だけではで
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きる問題ではないんで、一歩をまず踏み出し

たいということです。目標をしっかり持ちた

い。当面は、有機米、付加価値のついた有機

米を生産することができれば、学校給食に使

ってもらえる、そのために頑張ろうというよ

うな目標を持ちたいと、持たせてほしいとい

うことです。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

丸山委員。

○丸山隆弘委員 本日はありがとうございま

す。

まず、請願の中身をずっと最初読まさせて

いただきました。ちょっと担当部署が違うん

じゃないかというような議論もさせてもらい

ながら、最終的に学校給食へということで、

そこを重点に、私たち受けました。

それで、今、柴田委員からも質疑がありま

したけれども、議会としては、今、予算要望

も出しております。その準備はもう進めて、

市のほうに出しておると。これは間違いなか

ったですね。はい。

そういう流れで、この有機米について、今

白井さんから話がありましたけれども、全国

いろいろ見ますと、一番最初のきっかけとい

うのは、いすみ市の場合は、兵庫県の豊岡市

だったんですね。あちらから指導者が行って、

これででき上がっていったと。減農薬だった

んですけどね、あの頃はね。大変だったんで

すけれども。

その中で、今すごくインパクトのある話を

いただいたんですけれども、農協の組織の中

でも、やっぱり議論が今出てるんですよ。そ

れで、何とか農協のほうにも力になってもら

う、逆に。これも必要じゃないかなと思うん

ですが、その辺どうでしょうかね、お考え。

○鈴木長良委員長 白井参考人。

○白井倫啓参考人 杉山生産組合で、今年、

５回ほど役員会議をやりながら、いろんなと

ころにも行きました。新城市庁舎内では、学

校給食課から農業課、環境面での市民協働部、

そこにも行きましたし、千郷地域自治区、千

郷地域協議会というのがありますので、地域

協議会の会長、担当職員とも話をしまして、

杉山地域でこういう取組をやると。これをや

ろうとすると、千郷地域全域が協力体制を取

ってみんなでこの千郷地域から変えていこう

というようなことで話をしてきました。

当然、農協にも行ってきたんですが、農協

の現時点での返事はこうでした。白井さんの

言ってることはよく分かると。国も確かに有

機農業の方向に１つはかじを切ってると。だ

から、遅かれ早かれ、恐らく有機農業という

のは考えざるを得んと、農協としても。ただ、

現時点では、果たしてもうかるかどうかも分

からないと。そういうところに予算もつかん、

人の手配もできない。現時点では、すぐにも

ろ手を挙げて協力するという形にはならない

と言われておりますので、千葉県いすみ市が、

農協が仲介になって学校給食を手配しており

ますが、実際に動き始めて、新城で作った有

機米がブランド化され、全国発信というよう

な方向が見えてきたときには、もう農協と一

緒に手を結んでやるという時代が来ると思う

んですね。

そういう方向も見据えて、もう新城のあり

とあらゆる農家に関連する人たちが、同じ目

的を持って農業でこのまちは食っていくんだ

ぐらいのまちづくりにつながればいいなと思

います。それが、10年後か20年後か分かりま

せんけども、今からそのくらいの方向を見据

えてやっていければ、新城で跡継ぎが生まれ

るというようなことが可能になると信じてお

ります。

それでも、学校給食に有機米が使われると

いうことがなくなると、なかなか頑張る方向

が見えてきません。公共調達のそこに大切さ

が、公共がしっかり支える、農家を支えて新

しい農業をつくるという、それが今必要だと

思っておりますので、農協の力もすぐにでも

協力してほしいんですが、現時点ではまだま
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だそこには至ってないのかなとは思います。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 分かりました。農協の取組

状況というのは、私なりにいろいろつかんで

おるんですけれども。私も生産部会の代表、

お米部門じゃないですけれども、やっており

ますので、大体分かりますけれども、意気込

みは、今、白井さん言ったとおりで、農協の

取組方というのはすごく理解できます。

それで、またもう一歩踏み出そうというの

が、やはり大きなきっかけになるのが白井さ

んたちの活動になってくると思うんですよ。

だから、そういう組織づくりをやっぱりやっ

ていただくというのは非常に大切かなと思い

ます。

それから、あともう１個確認したいんです

けれども、総量で大体学校給食というのは、

先ほどおっしゃってた400俵から500俵、

500俵あれば、まず、今後のこういう対応と

いうのは、子どもさんたちへ提供できるのは

いいのかなと。500俵だと30トン、30トンじ

ゃちょっと足らんですかね、もうちょっと要

るのかな。

あと、千葉県に木更津市という市があるん

ですけど、あそこはもっと大きいんですけれ

ども、木更津もやはりいすみ市から影響を受

けて、肥大化したところでありますが、あそ

こはもっとお米の生産量高くて、また安全な

食料ということで、目標を立てて、まだ

100％じゃないんですけどもね、100％に近づ

くような活動をされておると思います。

新城で、今までこういういろんな活動をや

られてきた方々もお見えになりまして、そこ

で、何て言うんですか、農協も交えて、やは

りもう一歩、農協の力を借りるというよりも、

農協も、先人の立場になってもらってやれる

ようなアクションを、私なりにも起こさせて

いただいてるんですけれども。

杉山の生産組合の皆さんのこの場所という

のがすごく平地で、割合といい環境状況だと

思うんです。鳳来地区になると、非常に難し

くて、カメムシが来たりとかいろんなこうい

う病害虫の関係がありましてね、山里の方へ

行くとまず不可能であろうと。

ですから、こういう新城地域のいい場所で

いいものを作っていくという、そういうこと

を目指してもらえればいいのかなと、そんな

考えでよろしいですかね。

○鈴木長良委員長 白井参考人。

○白井倫啓参考人 杉山生産組合としての責

任がそういうところにあると思います。取り

組んでいくんであれば、まずは実績をつくれ

るところから。

で、耕作不利地というのは、市内全域いろ

いろあると思うんですね。ですから、その地

域地域でどのような特色を出すのか、そのた

めの財源も含めて、まずは農家がもうける、

農家がもうけて、地域にそれを還元し、その

還元されたものがまたいろんな地域に広がっ

ていくような取組にしていきたいという思い

ではおります。

農協も当然早いうちに入ってきてほしいと

思うんですが、いろんな課に回っても、出て

くるのは、例えば、農業課に回ると、農業課

では判断できんと。判断するのは学校給食課

だと。学校給食課に行くと、担当者では判断

できんと、判断するのはもっと上のほうだと

言われて、じゃあ誰が判断するのかなという

状況なんですね、現実回ってみると。

今回、議会が、市長への来年度の予算要望

にも、学校給食への無農薬野菜というものを

使われたいというような要望を出されており

ますので、それを生産組合という新城市の１

団体がこういう請願を出し、議会もそれをバ

ックアップしたというその実績ができれば、

担当課が非常に動きやすくなると思いますの

で、今回はぜひ、議会の方向もそうです、国

の方向ももうそうなっていますし、恐らく、

オーガニック給食、有機野菜の給食というの

は、全国にどんどん広がっていきます。
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現時点でも、有機給食を進めているという

ことで、ネットで調べるとオーガニック給食

マップなんていうのが出ておりますが、これ

を数えていくと120ぐらいの学校、自治体に

なるのか地域なのかちょっとはっきり分から

んですが、そのくらいどんどん動いてきます。

ちっちゃな日本地図で、マップに落としてい

くと、もう日本地図が埋まるぐらい、いろん

なところが取り組み出しておりますので、新

城市が今からやったって決して早いわけでは

ない。しかし、遅いわけではないんで、新城

市をアピールする、学校給食に完全有機米・

有機野菜を使ってるのが新城市だよというこ

とで、愛知県の中に広がるだけでも、恐らく

移住者が出てくると思います。

新規就農者も、どういう農業をやってるま

ちかということを見ながら、全国を動いてお

りますので、新規就農者を呼び込み、若い子

育て世代の人たちを呼び込むというのも、有

機給食、オーガニック給食というのは非常に

インパクトがあると思っておりますので、変

化をつくる、議会が今回しっかりバックアッ

プして、採択していただければ、杉山生産組

合の65名の人たちも、もうちょっと頑張ろう

かなという気にもなってもらえると思います

ので、ぜひ議会の皆さんの後押し、バックア

ップをお願いしたいと思います。

○鈴木長良委員長 丸山委員。

○丸山隆弘委員 オーガニック給食というの

が、今、話出たもんですから、お米に限らず、

やはり最低限、玉ねぎ、人参、ジャガイモ、

この３本柱というのは、やはり、本腰を入れ

てオーガニック給食で、やっぱり子どもたち

に与えていければいいなというのは、多分皆

さん思っていると思います。

そんなところで、最初、白井さん、おっし

ゃっていただいたように、当然収穫量が減る

と。収穫量が減るところへ、やはり行政の手

をしっかりとつぎ込むと。そういう体制を組

んでいかないと、やはりなかなか維持できな

いというんですか、そういう実態というのは

全国に先ほど幾つかあるという、その実態例

を見ると、やっぱりほとんどがそうですので、

議会としてもこういう１つの出発点として、

開花していけばいいのかなとも思いはありま

す。意気込みは十分承りました。ありがとう

ございます。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

浅尾委員。

○浅尾洋平委員 ありがとうございます。

１点、２点お聞きするんですが、私自身も

やっぱり新城の農業施策では、やっぱり農業

を振興していくということが不可欠だと思っ

ています。太陽光パネルになってしまったり

だとかそういったことで、本当に次、新しい

人が耕作する人がいないというところで、そ

ういった問題もあると思いますので、この学

校給食と、そういった自給自足の形が回り始

めたら非常にいいと思っています。

この自給自足的なもので、お米も、もちろ

ん玉ねぎ、人参、ジャガイモというところが、

学校給食に地産地消で入っていけば、安定し

た供給というか、買付けというか学校側が大

量に買うわけですから、そこで生産を確保し

てもらうというところで、循環的な、新城が

いいまちづくりできるんじゃないかなと思っ

てます。

フランスもそういった自給自足の学校給食

もあるということがあるもんですから、やっ

ぱりそういった好循環にしていきたいという

思いで、この杉山生産組合の方々も含めて、

まずスタートアップで頑張りたいという思い

でいいのか伺います。

○鈴木長良委員長 白井参考人。

○白井倫啓参考人 そのとおりです。杉山生

産組合だけが利益を得ようとかそんなことじ

ゃないんですよね。杉山生産組合がちゃんと

なれば、恐らく、ほかの地域に絶対波及して

いきます。誰かがやるんじゃなくて、杉山生

産組合が手を挙げたという理解をしていただ
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いて、みんなで農業をもうかる産業にしてい

きたいという思いです。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 そういうことですよね。

とにかく、今は手を挙げるのが杉山生産組

合になるんだけれども、早くそういったそこ

だけがメインになるわけじゃなくて、農協の

人も、早くここに加わっていただいて、幅広

くそういった生産体制を新城全体の農業振興

を進めると同時に、やっていきたいという理

解の趣旨の請願内容ということでよろしいで

しょうか。

○鈴木長良委員長 白井参考人。

○白井倫啓参考人 まさにそのとおりです。

千葉県いすみ市が、農協が買い上げている

のが３万円弱ぐらいで買い上げて、農家に２

万３千円払うという仕組みをつくって、農協

の利点というのは全国展開できるというのが

非常に大きな利点になりますので、農協がそ

こに入ってきて、そこに農家も入ってきてと

いうことで、新城全域が農で結ばれていくと

いうことになれば、非常にありがたいと思い

ます。

○鈴木長良委員長 浅尾委員。

○浅尾洋平委員 分かりました。ありがとう

ございます。

最後の質疑になるんですが、本当にこのセ

ンター化の問題になってから、非常に、お米

だとか玉ねぎ、人参も含めて、早く市はイニ

シアチブを取って、農家だとかＪＡさんとか

で話合いを始めて、そういった自給自足のこ

と、体制をつくってほしいと、議会からは口

で言うのは簡単かもしれないですけど、言っ

てるんですけど、なかなかそれが形として見

えてないというところで、僕も焦りというか

何でだろうという思いがあったんですけど。

やっぱり、そこは白井さんおっしゃったよ

うに、農協は農協で失敗をしたくないと、財

政面でそういった担保がなければ、なかなか

踏み出せない。市は市でなかなかそこに失敗

して責任を負いたくない。そんなような両者

のいろんな思いがあって、なかなかまとまり

切れてないという側面があるんでしょうか。

白井さんがいろいろなところ、市役所に行っ

てきたという状況を捉えたときに、どういう

ふうな、今、改善点というか課題とか、そう

いったものがあったら教えていただきたいと

思います。

○鈴木長良委員長 白井参考人。

○白井倫啓参考人 全国の市町村見てみて、

進んでるところというのは、結局はリーダー

がいます。千葉県いすみ市は市長が有機農業、

行けと、いすみ市はこれから環境を中心とし

たまちにするんだと。そのためには農薬、化

学肥料も減らして、環境保全、生物多様性、

守っていこうという指示を出し、担当者が動

き出したと。先ほど、丸山さん言われた兵庫

県の豊岡市がまさに環境問題から入っていっ

て、ブランドの野菜、米を作り出してるんで

すね。

だから、もうけたいから有機だとかじゃな

いんですね。やっぱり、みどりの食料システ

ム戦略も強調しているのは、環境問題から入

ってきます。地球環境を守るためには、より

安心・安全であり、エネルギーがかからない

農業の在り方を考えていく必要があるという

ことで、できるだけ自給率を上げていく、輸

送費がかからない、無駄なエネルギー使わな

いという方向の中で、みどりの食料システム

戦略ができ上がっております。

まさに、そこへ新城市が入っていき、新城

市だったら自給率100％やろうじゃないかと。

それも、有機というのが、そのうち25％ある

よというようなまちになれば、恐らく、全国

からの見る目がガラリと変わってくると思い

ますし、それによって、若い人たちが農業を

通して地域を意識するということが、より可

能になるんじゃないかということを思います。

○鈴木長良委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔発言する者なし〕
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○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

それでは以上で、参考人に対する質疑は終

了いたしました。

続きまして、紹介議員に対する質疑に入り

ます。

質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。

以上で質疑は終了しました。

本日は、誠にありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

この際、しばらく休憩します。

休 憩 午後６時37分

再 開 午後６時56分

○鈴木長良委員長 それでは、休憩前に引き

続き、委員会を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

これより討論を行います。

討論はありませんか。

今泉委員。

〇今泉吉孝委員 私は、今回提出されました

請願第５号 学校給食への有機・無農薬・無

化学肥料米の導入を求める請願に、採択の立

場で答弁させていただきます。

いすみ市の学校給食という食材の公共調達

をベースに可能性を広げるという話から、公

共調達の方向性が明示されていれば、金額の

保証と売り先の確保もできるという請願者の

お気持ちもとても理解できるものだと思いま

す。

これを、有機米を取り入れることでブラン

ド化と、有機農業の可能性を広げて、環境や

新城農業の継続性の確立につながることと、

これからの新城で地域につなげていくという

先ほどのお話もございました。

というアイデアは、今、新規就農者を呼び

込むためにも、今の新城には必要な考えだと

思い、採択としたいと思います。

○鈴木長良委員長 ほかに討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより採決をします。

本請願を採択することに異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。

よって、本請願は採択すべきものと決定し

ました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

以上で、本委員会に付託されました案件の

審査は全て終了しました。

なお、委員会の審査報告及び委員長報告の

作成につきましては、委員長に一任願いたい

と思います。

これに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木長良委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。

以上をもちまして、厚生文教委員会を閉会

します。

閉 会 午後６時59分

以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。

厚生文教委員会委員長　鈴木長良


